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1.　はじめに
この文書は，機械の電気装置（電気的部分）がJIS B 9960-1:2008の要求事項に適合しているかどうかを確認するための参考資料として日本機械工業連合会が試作したチェックリストです。

国際規格IEC 60204-1に対応するJIS B 9960-1は，社団法人日本機械工業連合会が原案を作成し1999年に制定，2008年に改正されました。JISは，産業界が従うべしとして国が定めた標準規格であります。幸いJIS B 9960-1は，制定以来機械産業界の多くの皆様に読まれて来ました。自社で製造又は購入する機械の電気装置（電気的部分）をこの規格に適合させるべく努力を払われている方も多いと認識しております。

皆様から強い関心を戴く一方で，現行JIS B 9960-1は，製品の適合性を評価する上で不明確な部分，解りにくい部分があることも承知しております。その原因の一つは，西欧諸国の発想で書かれた国際規格を基礎としているためであろうと考えます。

当会は，国際規格に日本の発想を反映する努力と並行して，読者が現行JISを理解し活用するための支援をする必要があると考えております。

このチェックリストは，JIS B 9960-1の読者が適合性評価を行うための支援資料として当会が試作したものであります。初級者にも明解なチェックリストを作りたいと考えましたが，実際にはそのように出来ませんでした。このチェックリストを用いれば初級者も正しい適合性評価ができるという訳にはまいりません。特に合否の判定は，上級者でなければ困難です。実用に役立つには至らないまでも，このチェックリストが皆様のご参考になれば幸いであります。

このチェックリストには，まだ改善する余地が多いと思います。皆様の中には，すでに欧州への輸出のためにEN 60204-1（IEC 60204-1）の適合性認証（第三者認証，自己認証）を取得された方も多いと思います。このような経験者の皆様からは，このチェックリストを改善するためのアドバイスを戴ければ誠に有り難いと思います。これからJIS B 9960-1の適合性評価に取り組もうとされる方も，このチェックリストをご覧戴けば何らかの感想が生まれることと思います。

経験者，未経験者を問わず，この文書を御一覧戴き，改善提案（ご意見）をhyojun@jmf.or.jpまでお寄せいただければ幸いであります。皆様のお力添えを戴き，JIS B 9960-1の適合性評価が一層普及することを願うものであります。

2.　チェックリストの説明
このチェックリストは，第１部（ページ4～40）及び第２部（ページ41～42）で構成されています。第1部は，ハードウェア（装置）に対するチェックリストです。第2部は，文書に対するチェックリストです。

チェックの順序は，JIS B 9960-1の記述の順序ではありません。JIS B 9960-1とは別の観点から，チェック項目を22項目（第1部）及び6項目（第2部）に分類してチェックしています。

実はこのチェックリストは，日本機械工業連合会が創作したものではなく，ドイツのIFA（Institute fur Arbeitsschutz ）のDIN/EN 60204-1チェックリストを模倣して作成したものです。実質的にIFAのチェックリストと同じ内容（IFA文書の翻訳版）です。

この文書の第1部は，IFAチェックリストの第4章に当たり，この文書の第2部は，IFAチェックリストの第5章に当たります。

この文書第１部の確認事項1.は，IFAチェックリスト第4章の4.1に相当し，確認事項22.は，IFAチェックリスト第4章の4.22に相当します。

この文書第2部の確認事項1.は，IFAチェックリスト第5章の5.1に相当し，確認事項6.はIFAチェックリスト第5章の5.6に相当します。

IFAのチェックリストは，チェック項目の重複が多く，必ずしも明解な分類ではないと感じました。しかしながら，機械安全規格における当会の実力はIFAに遠く及ばないので，今回IFAの編集を変更することは差し控えました。このチェックリストは，チェック項目が交錯している恨みがありますが，JIS B 9960-1とは別の観点から別の言葉でチェックすることによって，JIS B 9960-1の曖昧な部分がはっきりする可能性はあると思います。

このチェックリストをそのまま使うのではなく，使い勝手のよい自社のチェックリストを作成するための参考に御使用いただいてもよいと思います。
JIS B 9960-1の箇条番号順の逐条チェックリストの作成については，検討中です。

3.　適合性チェック方法

1)　このリストには，“確認事項”，“適用外”，“Yes”，“No”，“合格”のチェック欄があります。チェック結果を記入するべき欄には□があります。該当する□にチェックのマーク（☑，■など）を付けて下さい。各欄の□の有無（確認の要否）については疑問をもつ欄もありますが，原則としてIFAに従っています。

チェック欄の表題は，文書のページ数節約のため先頭ページにだけ表示しています。各ページに表示したい方は，ご自身で文書フォーマットを変更して下さい。

2)　“確認事項”欄には質問文が書いてあります。

原則としてYes，Noの答えを要求していますが，記述式の答えを要求している場合もあります。記述式の場合は，答えを網かけ部分　　　　　に文字で記入して下さい。

質問文に“（推奨）”と付記されている場合は，要求事項が強制ではありません。答えがNoであっても“合格”にすることができます。
3)　“適用外”欄の□は，チェック項目が対象の電気装置に関係ない場合にマークして下さい（このチャックリストは，ほぼ全ての種類の機械の電気装置に対応できるだけのチェック項目を含んでいますので，特定の電気装置には該当しないチェック項目が多数あります）。
“適用外”にマークした場合は，“Yes”，“No”欄にマークする必要はありません。
“適用外”欄に□がない項目は，電気装置の種類に拘わらず“Yes”，“No”のどちらかをマークしなければなりません。

4)　“合格”欄の□には，要求事項を満足していることを確認したらマークして下さい。
質問に対する答えがYesのときに合格の場合が多いのですが，Noでも合格の場合（例えば3.1の1及び2）があります。（注：3.1の場合，答えがYesであっても，3.1の7～10を満たせば合格と考えます。このように，合否の判断が複数項目のチェック結果に依存する場合があります。合否の判断は，上級者が行うことが望ましいと思います。）

5)　“JIS B 9960-1関連箇条”欄には，チェック事項に関連するJIS B 9960-1箇条番号を示しています。点線下線がある箇条番号は，当会の判断で記入した関連箇条番号（IFAリストでは空欄）です。

6)　“確認事項”欄の文中の点線下線部分は，明確化のために当会の判断で追加した記述です。IFA文書の“確認事項”欄の記述は，文章が不完全で意味を取りにくい場合が多いので，この文書では，主語，述語，目的語を明確にした質問文に直しました。IFAよりも質問文の論旨が明確になっていると思いますが，不明確なままの部分（例えば，確認事項1.の番号9）もあります。

4.　IFAのチェックリストへのアクセス法
次のURLで検索すると，直接文書にアクセスでき，ダウンロードできます。

http://www.dguv.de/ifa/en/pra/elektr/index.jsp
キーワード“IFA”で検索しても，目的のIFAホームページに辿り着くのは困難です。

キーワード“Institute fur Arbeitsschtz”で検索すると，ドイツ語のホームページが表示されます。右肩の言語選択バーでEnglishを選択して下さい。“Practical solutions”の見出しの中の“Testing of the electrical equipment of machines”の表題を選択するとダウンロードできます。
第1部　ハードウェア（装置）に対するチェックリスト
	JIS B 9960-1

関連箇条
	確認事項
	適用外
	Yes
	No
	合格

	16
	1. 電気装置の表示（マーキング）
	
	
	
	

	16.4
	1. 表示（マーキング）が存在するか？
	
	□
	□
	□

	16.4
	機械の定格銘板による表示か？
	
	□
	□
	

	16.4
	定格銘板以外の別の所に表示か？
	
	□
	□
	

	16.4
	2. 明瞭に，消えない方法で次の表示をしているか？
	
	□
	□
	□

	16.4
	3. 供給者名又は商標

　　　　　　　　　
	
	
	
	□

	16.4
	4. 製造番号（あれば）

　　　　　　　　
	
	
	
	□

	16.4
	5. 各電源の定格電圧，相数及び周波数（交流の場合）

　　　　，　　　　，　　　　
	
	
	
	□

	16.4
	6. 全負荷電流

　　　　　　
	
	
	
	□

	16.4
	7. 装置の短絡定格（例えば，短絡遮断容量）

　　　　　　
	
	
	
	□

	16.4
	8. 基本文書番号（IEC 62023による。）

　　　　　　
	
	
	
	□

	16.4
	9. 試験（認証）に関する表示

　　　　　　　　　
	
	
	
	□

	5
	2 入力電源接続／入力電源端子
	
	
	
	

	5.1
	1. 1台の機械にただ1つの電源接続になっているか？（推奨）
	□
	□
	□
	□

	5.1
	2. 入力電源線は，断路器又は開閉器に直接接続（推奨）しているか？それとも，
	
	□
	
	

	5.1
	3. 入力電源線を端子台で受けてから断路器に接続しているか？
	
	□
	
	

	5.1
	4. 中性線（ある場合）は，中性線専用の絶縁端子に接続しているか？
	□
	□
	□
	□

	5.1
	5. 入力電源線の接続端子は，JIS C 0445に従って明瞭に表示されているか（L1, L2, L3, N, PE）？
	□
	□
	□
	□

	5.2
	6. 外部保護接地導体（外部PE導体）接続用の端子は，電源相導体用端子の近傍にあるか？
	□
	□
	□
	□

	5.2
	7. 外部PE導体接続用の端子には，”PE”の表示があるか？
	□
	□
	□
	□

	5.2 表1
	8. PE端子の大きさは，PE線の断面積に対して，適切であるか？（PE線の断面積は，対応する相導体の断面積に関連）
	□
	□
	□
	□

	6.2.2, b)
	9. 入力電源線及び中性線の接続端子（断路器／開閉器の上流側）は直接接触に対して保護（IP2X）されているか？
	□
	□
	□
	□

	6.2.2, b)
	10. 入力電源端子に感電警告マーク[image: image1.wmf]があるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3
	3 入力電源断路器
	
	
	
	

	5.3.1

5.3.2
	1. 次のいずれかの断路器が備わっているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－　断路用開閉器（JIS C 8201-3の AC-23B又はDC-23B）（e.g.:カム作動式）
	
	□
	
	

	
	－　補助接点付き回路遮断器（JIS C 8201-3）
	
	□
	
	

	
	－　断路に適する回路遮断器（JIS C 8201-1，JIS C 8201-2）
	
	□
	
	

	
	－　断路に適するその他の開閉器
	
	□
	
	

	
	－　プラグ･ソケット対（可搬形機械用）
	
	□
	
	

	5.3.1
	2. 電気装置全体を断路できるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.3
	3. すべての充電導体を断路できるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.3
	4. 中性線を断路するか？（しなくても可）

プラグ･ソケット接続で必然的にNも断路されるのか？
	□
	□

□
	□
	□

	5.3.5
	3.1 .断路の除外回路，過電流保護（自動遮断）の除外回路
	
	
	
	

	5.3.5
	1. 主断路器で断路されない照明回路（保全用）があるか？
	□
	□
	□
	□

	
	2. 主断路器で断路されないコンセント（保全用）があるか？
	□
	□
	□
	□

	
	3. 主断路器で断路されない不足電圧保護回路があるか？
	□
	□
	□
	□

	
	4. 主断路器で断路されない測定用回路，メモリ回路があるか？
	□
	□
	□
	□

	
	5. 主断路器で断路されないインターロック回路があるか？
	□
	□
	□
	□

	6.2.2 b)
	6. 断路後にも電圧が残る部分は，直接接触に対しIP2X又は
IPXXBで保護され，感電警告マーク[image: image2.wmf]があるか？ 
	□
	□
	□
	□

	5.3.5
	7. 主断路器では断路しない除外回路を個別に断路する専用の断路器を設けているか？（推奨）
	
	□
	
	

	5.3.5

(13.2.4)
	8. 主断路機器による断路を除外していることの警告表示があるか？
	□
	□
	□
	□

	
	又は，除外した回路の配線経路を別にしているか？
	□
	□
	□
	

	
	又は（外部電源を用いるインターロック回路の場合），電線の色（黄赤を推奨）で識別しているか？
	□
	□
	□
	

	5.3.5
	9. 保全マニュアルに，主断路器による断路除外の説明があるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.5

16.1
	10 主断路器に警告表示（断路除外回路があるという警告）はあるか？
	□
	□
	□
	□

	7.2.8
	11. 開閉しない相導体に過電流保護機器を付けているか？
（7.2.8との関係は疑問）
	□
	□
	□
	□

	7.2.8
	12.主電源導体用の過電流保護機器（過電流時の自動遮断）を省略しているか？
	□
	□
	□
	□

	
	省略の条件（下記）を満たしているか？
	
	
	
	

	
	－導体の電流容量が負荷電流以上である。
	
	□
	
	

	
	－電源導体長が3 m以内である。
	
	□
	
	

	
	－導体がエンクロージャ内にあり，短絡の可能性がない。
	
	□
	
	

	
	－又はケーブルダクト内にあり，短絡の可能性がない。
	
	□
	
	

	5.3
	3.2 電源断路器（電源開閉器）の開閉容量
	
	
	
	

	16.4
	1. 制御盤銘板の記載事項の確認
	
	
	
	

	
	－製造者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	
	
	

	
	－形番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	
	
	

	
	－定格入力電圧：　　　　　　　 V
	
	
	
	

	
	－定格入力電流：　　　　　　　　 A
	
	
	
	

	
	－開閉容量（AC-23B）：　　　　　　 kW
	
	
	
	

	
	－最大の3相モータの定格：　　　　　 kW
	
	
	
	

	
	－合計の全負荷電流：　　　　　　 A
	
	
	
	

	
	－その他の負荷の定格電力／電流：　　　　　　 kW／A
	
	
	
	

	5.3.3
	2. 最大の電動機の拘束電流（AC23）とその他の負荷の定格電流の和を遮断し得る容量があるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.3
	電源断路器及び電源開閉器は，
	
	
	
	

	5.3.3
	3. 手動操作可能であるか？
	□
	□
	□
	□

	
	－ハンドルの色は赤（非常停止兼用に限る。）か？
	
	□
	
	

	
	－ハンドルの色は黒か？
	
	□
	
	

	
	－ハンドルの色は灰か？
	
	□
	
	

	5.3.3
	4. オフ位置にロック可能であるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.3
	5. オン位置に，lの表示があるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.3
	6. オフ位置に，○の表示があるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.3
	7. ハンドルの位置は，オンとオフの2つだけであるか？
トリップ位置があるか？（あっても可）
	□
	□
□
	□
□
	□

	5.3.4
	8. ハンドルの高さは，0.6～1.9 m（1.7 m推奨）内にあり，操作し易いか？
	□
	□
	□
	□

	6.2.2, b)
	9. 直接接触に対してIP2X又はIPXXBの保護があるか？
	□
	□
	□
	□

	6.2.2, b)
	10. 端子に感電警告表示[image: image3.wmf]（JIS B 9960-1の16.2）があるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.1
	11. 主断路器が二つある場合，危険状態が起きないようにインターロックされているか？
	□
	□
	□
	□

	5.3 / 13.4.5
	3.3. 断路器として用いるプラグ
	
	
	
	

	5.3.3
	1 プラグ･ソケット対自体が十分な開閉容量をもっているか？ 又は十分な開閉容量をもつ開閉器とインターロックして電流を開閉しているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, a)
	2. 保護等級はIPXXB以上であるか？
	
	□
	□
	□

	13.4.5, b)
	3. PE導体の開閉は“先閉じ後切れ”になっているか？
	
	□
	□
	□

	13.4.5, c)
	4. 開閉容量は十分であるか？ 負荷定格が30 A以上の場合は，追加の開閉器を備えて，プラグによる給電回路の開閉はインターロックしている開閉器がオフのときだけに限定しているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.5 d), e)
	5. 負荷電流が16 A以上，又はプラグが外れると危険を招く場合は，脱落防止形になっているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.5 f)
	6. プラグオフ後にも電圧が残る部分には，沿面距離及び空間距離を考慮してIP2X又はIPXXBの保護を確保しているか？
	
	□
	□
	□

	g)～k)?
	
	
	
	
	

	6
	4. 感電保護
	
	
	
	

	6.2
	4.1 直接触に対する保護
	
	
	
	

	6.2.2
	1. エンクロージャによる保護を採用しているか？

設置場所（アセンブリ）1：　　　　　　　　　

設置場所（アセンブリ）1：　　　　　　　　　

設置場所（アセンブリ）1：　　　　　　　　　

チェックリストの確認項目“5. エンクロージャによる保護”も参照。
	□
	□
	□
	□

	6.2.3
	2. 充電部の絶縁は，破壊しなければ取り除けないような絶縁構造になっているか？

満足しない部分（あれば）：　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	6.2.4
	3. 残留電荷の放電は確実に行われるか？

チェックリストの確認項目“8. 電気品に対する更なる要求事項”も参照。
	□
	□
	□
	□

	6.2.5

6.2.6
	4. カバー，空間距離，バリアによる保護は適切であるか？

満足しない部分（あれば）：　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	6.3
	4.2 間接接触に対する保護
	
	
	
	

	6.3.2.2
	1. クラスⅡ装置又は同等の絶縁を間接接触保護に使用しているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－機械全体に使用している。
	
	□
	
	

	
	－次の部品，構成品に使用している。：　　　　　　　
	
	□
	
	

	6.3.2.3
	2. 回路の電気的分離による保護を採用しているか？

満足しない部分（あれば）：　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	6.3.3
	3. 絶縁故障を検出して電源を自動遮断することによる保護を採用しているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－すべての露出導電性部分はPE回路に接続（ボンディング）されているか？
	
	□
	□
	□

	
	－自動遮断のための保護機器を備えているか？
	
	□
	□
	□

	
	ヒューズを用いている？
	
	□
	
	

	
	漏電検出による保護機器を用いている？
	
	□
	
	

	
	地絡監視を行っている？
	
	□
	
	

	6.3.3
	4. 保護機器は，電源接地系統（e.g.: TN, TT）に適合し，要求事項を満たしているか？
	□
	□
	□
	□

	6.4
	4.3. PELVによる保護（不注意による直接感電及び間接感電に対して）
	
	
	
	

	6.4
	1. PELVを用いる箇所（回路）名：　　　　　　　

PELV回路は，次の要求を満足しているか？
	□
	□
	□
	□

	6.4.1 a)
	2. 乾燥した場所で接触面積が小さい場合の最大値AC 25V / DC 60Vが満足されるか？
	
	□
	□
	□

	6.4.1 a)
	3. その他の場合の最大値AC 6 V / DC 15 Vが満足されるか？
	
	□
	□
	□

	6.4.1 b)
	4. 回路の1端がPEに接続されているか？
	
	□
	□
	□

	6.4.1 c)
	5. PELV回路と他の充電部分との電気的分離は，安全絶縁変圧器の1次2次間の絶縁条件を満たしているか？
	
	□
	□
	□

	6.4.2
	6. PELVへの電源供給機器は次の7～10のいずれか？
	
	
	
	

	6.4.2

第1ハイフン項目
	7. IEC 61558-1＆IEC 61558-2-6に適合する絶縁変圧器か？
	
	□
	□
	

	
	フェイルセイフ安全絶縁変圧器のマーク表示付きか？



	
	□
	□
	

	
	短絡保護なしのマーク表示付きか？


	
	□
	□
	

	
	短絡保護ありのマーク表示付きか？



	
	□
	□
	

	6.4.2
第4ハイフン項目
	8. IEC 61558-2-17に適合するスイッチング電源であって，前項7の表示があるものか？
	
	□
	□
	

	6.4.2
第2ハイフン項目
	9. 安全絶縁変圧器と同等の安全度をもつ電源（例えば，同等の安全度をもつ複巻電動発電機）か？
	
	□
	□
	

	6.4.2
第3ハイフン項目
	10. 電気化学的電源（例えば，電池）又は他の電源（例えば，ジーゼル発電機）か？
	
	□
	□
	

	6.4 / 16.1
	11. PELV電源装置の表示は適切であるか？

表示事項：　　　　　　　　　
	
	□
	□
	□

	6.4 / 16.1
	12. 回路図内の表示は適切であるか？

表示事項：　　　　　　　　
	
	□
	□
	□

	6.3.2.3

13.1.3
	13. PELV回路（充電部）は，他の回路から安全に分離されているか？（e.g.:仕切板，最大電圧に耐える絶縁によって。JIS B 9960-1の6.3.2.3及び13.1.3参照）
	
	□
	□
	□

	6.4.1, e)
	14. PELV回路にプラグ･ソケットを用いているか？
Yesの場合，次の15をチェックせよ。
	□
	□
	□
	□

	6.4.1, e)
	15 他の回路のプラグ･ソケットとは嵌合しない仕組になっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.4

9.4.3.1
	16. PELVを制御回路に用いているか？

Yesの場合，制御回路の要求事項を満足しているか？
	□
	□

□
	□

□
	□

□

	4 / 6 / 8 / 11 / 16
	5. エンクロージャによる保護

（各エンクロージャに対して確認する。）
	
	
	
	

	16.2.1
	1. 電気品（e.g.:電圧が加わる部品）の取付け位置は，見やすいか？
	□
	□
	□
	

	16.2.1
	2. 見やすくない場合，
感電警告マーク[image: image4.wmf]が付いているか？
	□
	□
	□
	□

	11.2.2
	3. エンクロージャ内では，電気装置以外の装置（ソレノイド弁など）の取付けを排除しているか？
	□
	□
	□
	□

	6 / 11
	5.1. エンクロージャの扉及びカバー
	
	
	
	

	6.2.2 a)
	1. 鍵を用いて閉鎖する方式か？
	
	□
	
	

	6.2.2 a)
	2. ネジによって閉鎖する方式か？
	
	□
	
	

	6.2.2 a)
	3. 断路された状態であっても鍵又は工具なしでは開かない構造になっているか？
	□
	□
	□
	□

	6.2.2 b)
	4. 断路された状態に限り鍵又は工具なしで開く方式（e.g.インターロックによる充電部の自動遮断）であるか？
	□
	□
	□
	□

	6.2.2 c)
	5. 鍵又は工具なしでも開けられるが，開いた状態ではすべての充電部がIP2X又はIPXXBで保護されていているか？
	□
	□
	□
	□

	11.4
	6. 扉の止めネジ（金具）は，脱落防止構造になっているか？
	□
	□
	□
	□

	11.4
	7. 扉は，幅0.9 m以下であって，95°以上開くか？（推奨）
	□
	□
	□
	□

	11.4
	8. 丁番は垂直取付け（水平開き）であって，取り外し可能であるか？（推奨事項）。（取り外し可能の要求はない。）
	□
	□
	□
	□

	11.2.1
	9. 扉又はカバーに，操作，表示，測定，冷却の目的以外の機器の取り付けを排除しているか？
	□
	□
	□
	□

	8.2.3
	10. 電気品を取り付けた扉又はカバーは，十分な断面積をもつ低抵抗の可動（可とう性）PE導体を用いて接地しているか？
	□
	□
	□
	□

	11.4
	11. ガスケット類は，堅牢であって長期の使用に耐えるか？
	□
	□
	□
	□

	4 / 6 / 11
	5.2. エンクロージャの保護等級
	
	
	
	

	6.2.1
	1. 最低でもIP2X又はIPXXB（12 mm）を満足し，誰もが自由に近づける部分の保護等級はIP4X又はIPXXD（1 mm）を満足するか？
	□
	□
	□
	□

	11.3
	2. 例えば，始動抵抗器だけを収容する換気式エンクロージャの場合，最低でもIP10（50 mm）を満足するか？
	□
	□
	□
	□

	11.3
	3. その他の機器を収容する換気式エンクロージャの場合；最低でもIP32（2.5 mm）を満足するか？
	□
	□
	□
	□

	11.3
	4. 特別な用途以外のエンクロージャは，防止する侵入物の大きさ，性質に応じて必要な保護等級IP32（2.5 mm），IP43（1 mm），IP54（防塵）を満足するか？
	□
	□
	□
	□

	11.3
	5. 低圧洗浄水で洗うことを意図するエンクロージャの場合，IP55（防塵，耐噴流）を満足するか？
	□
	□
	□
	□

	11/3
	6. 粉塵保護を目的とするエンクロージャの場合，IP65（耐塵，耐憤流）を満足するか？
	□
	□
	□
	□

	11.3
	7. スリップリングを収容するエンクロージャの場合，IP2X（12.5 mm）を満足するか？
	□
	□
	□
	□

	11.4
	8. 開口部（e.g.:下記）は，水，ほこり，油などの侵入から保護されているか？

－ケーブル通線口

－取付け孔

－底部開口

－機械の他の部分に通じる開口。
	□
	□
	□
	□

	4.4.6

4.4.7
	9. エンクロージャは，酸，腐食性ガス，塩分，放射の影響に耐えるものであるか？
	□
	□
	□
	□

	11
	5.3. 電気品へのアクセス性
	
	
	
	

	11.2.1
	1. 端子及び機器の，取り付け位置，高さは正しいか？
（推奨：作業面から0.2 m 以上）
	□
	□
	□
	□

	11.2.1
	2. 保全作業，調整を要する機器の取付け高は，0.2～2 mか？
	□
	□
	□
	□

	11.2.1
	3. 操作及び保全作業は，前面から行い易いか？
	□
	□
	□
	□

	11.2.1
	4. 配線を動かさずに機器を識別できるか？
	□
	□
	□
	□

	11.2.1
	5. プラグイン機器を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	11.2.1
	6. プラグ･ソケットへ，妨げなくアクセス（抜き差し）出来るか？
	□
	□
	□
	□

	11.2.1
	7. 試験端子は，アクセスし易いか？
	□
	□
	□
	□

	6
	5.4 充電部への意図しない接触に対する保護
	
	
	
	

	6.2.2 a)
	1. 所定機能の調整，復旧のためにアクセスする要素（e.g.:下記）が充電部に近接している場合，アクセスする人が充電部からIP2X又はIPXXBで保護されているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－ヒューズの止めネジ
	□
	□
	□
	□

	
	－タイマー
	□
	□
	□
	□

	
	－過電流リセット
	□
	□
	□
	□

	
	－通信用コネクタ
	□
	□
	□
	□

	6.2.2 a)
	2. 扉内の充電部に対する接触保護は，IP1X又はIPXXA（50 mm又はEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(こぶし),拳)）を満足するか？
	□
	□
	□
	□

	16
	5.5 表示（マーキング）
	
	
	
	

	16.5

16.2.2
	1. すべての電気機器及び高温表面には，技術文書と一致する識別記号及び警告マークが永久に消えない方法で表示されているか？

Noの場合，該当する部分名：　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	5 / 8 / 12 /  13
	6.　配線
	
	
	
	

	13.1.1
	1. すべての導体に対して固有の接続端子（1本に1端子）を設けているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	2. 接続端子（e.g.:大きさ）は，導体の種類及び断面積に対して適切であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.5.2
	3. 導体は，適切な（内部に余裕スペースがある）ダクト内に布設してあるか？
	□
	□
	□
	□

	13.3
	4. ダクト外の導体は，適切に固定してあるか？
	□
	□
	□
	□

	13.3
	5. 配線変更は，前面から可能であるか（推奨）？

又は，扉若しくは外開きパネルを開いて裏面から作業可能であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.3
	6. 外部から入線する制御線は，端子台又はプラグ･ソケットを介して接続しているか？（電源線及び測定用ケーブルは，直接接続でも可。）
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	7. 端子は，明瞭に識別，表示されているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.2
	8. ケーブル及び電線には，接続，取り外しのために必要な余長があるか？（特にPE導体は重要。）
	□
	□
	□
	□

	13.1.2
	9. PE導体は，対応する充電導体（相導体）の近くに布線されているか？（推奨）
	□
	□
	□
	□

	12.2
	10. エンクロージャ内の電線は，最小断面積（下記）を満足しているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－動力回路（固定配線）：0.75 mm2
	□
	□
	□
	□

	
	－制御回路：0.2 mm2
	□
	□
	□
	□

	
	－データ通信線：0.08 mm2
	□
	□
	□
	□

	13.1.3
	11. 同じダクト内にある各電線に加わる電圧が異なるとき，次のいずれかを満たしているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－すべての電線の絶縁耐力が，同じダクト内の電線に加わる最高の電圧に耐える。又は，
	□
	□
	□
	□

	
	－適切な覆いを用いて電線を分離している。
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	12. 半田付け接続は，半田付け用端子だけに限定されているか？
	□
	□
	□
	□

	表D.4
	13. 単線の使用は，振動のない固定配線だけに限定されているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.2
	14. 配線端末は（導体接続点に力が加わらないように）適切に固定されているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.2
	15. 全ての電線は，端子から端子へ継ぎ足しなしに接続されているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	16. EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(・・),より)線端末は，EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(・・),より)のほつれを防止する構造であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	17. 端子台の上で配線が交錯せず，端子がよく見えるか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.7
	18. 予備線は，予備端子に接続してあるか，又は絶縁処理してあるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.5

(13.2.4)
	19. 電源断路器で断路されない回路がある場合，
	
	
	
	

	
	－警告標識が付いているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－断路さない回路の配線を他の導体と分離しているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－断路さない回路の導体を色で識別しているか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.5
	20. 電源断路器で断路されない回路がある場合，そのことを保全マニュアルに記載しているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	21. シールドケーブル使用の場合，シールドのほつれ防止は適切であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.4
	22. 誘導式電源システムの場合，ピックアップとピックアップコンバータ間のケーブルは，
	□
	□
	□
	□

	
	－可能な限り短いか？
	
	□
	□
	□

	
	－機械的損傷に対する保護は適切であるか？
	
	□
	□
	□

	12 / 13
	6.1 扉に取り付けた機器への接続
	
	
	
	

	13.3

12.2

12.6
	1. 可とう性の導体を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	13.3

13.5.1
	2. 損傷に対する保護（e.g.:可とう電線管に収納，螺旋状に配線。）は，適切であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.3
	3. 静止部分及び可動部分の電線に加わる張力の緩和（ストレインリリーフ）は，適切であるか？
	□
	□
	□
	□


	8 / 13
	6.2 電線の識別
	
	
	
	

	8.2.2

13.2.2
	1. PE導体の識別
	
	
	
	

	
	－全長に亘って緑と黄の縞模様によって識別しているか？又は。
	□
	□
	□
	□

	
	－導体の形状，配置，表示によって，PE導体であることを明瞭に識別可能であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.2.3
	2. N（中性線）導体の色は，ライトブルーであるか？
	□
	□
	□
	□

	13.2.4
	3. 電線の色分け：下記の3～9をチェックせよ。
	
	
	
	

	13.2.4
	4. 主動力回路は黒（推奨）であるか？ 
	□
	□
	□
	□

	13.2.4
	5. 直流制御回路は青（推奨）であるか？ 
	□
	□
	□
	□

	13.2.4
	6. 交流制御回路は赤（推奨）であるか？ 
	□
	□
	□
	□

	13.2.4
	7. JIS B 9960-1の5.3.5による断路除外回路は，黄赤（オレンジ）（推奨）で識別しているか？ 
	□
	□
	□
	□

	13.2.4
	8. 緑又は黄の単色が緑-黄の2色組合せと混同される恐れがある場合，緑及び黄の使用を排除しているか？
	□
	□
	□
	□

	13.2.3
	9. 色が唯一の電線識別手段である場合，ライトブルーは中性線だけに用いているか？
	□
	□
	□
	□

	13.2.1
	10. 各導体端末は，技術文書に従って，例えば，色，数字，色と英数字の組合せによって識別可能であるか？
	□
	□
	□
	□

	5 / 6. / 8 / 13
	7. 保護接地（PE）回路
	
	
	
	

	8.2.3

6.3.1
	1. 障害（絶縁故障）時に電圧が現れる可能性をもつ全ての導電性部分は，PE導体に接続されているか？（JIS B 9960-1の8.2.5に該当するものは例外）
	□
	□
	□
	□

	
	次の部分は，独立のPE導体によって接地されているか？
	
	
	
	

	
	－キャビネット形エンクロージャ
	
	□
	
	

	
	－取付け板
	
	□
	
	

	
	－制御盤（例えば，アルマイト処理品）
	
	□
	
	

	
	－電気機器及び構成品
	
	□
	
	

	
	－その他　　　　　　　
	
	□
	
	

	8.2.1

8.2.2

5.2,表1
	2. PE導体の種類，断面積，接続方法は，電気的及び機械的ストレスに対する要求事項を満足しているか？

Noの場合，満足しない部分

：　　　　　　　　　　　　
：　　　　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	5.2 / 8.2
	PE接続点は，どこにあるか？
	
	
	
	

	5.2 / 8.2
	－PEバー上
	
	□
	
	

	5.2 / 8.2
	－個別端子（e.g.:スプリング端子）上
	
	□
	
	

	13.1.1
	3. PE導体接続は，1端子に1本だけの接続になっているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	4. PE導体接続は，緩みが生じない接続であるか？
	□
	□
	□
	□

	8.2.6
	5. PE接続点は，適切に表示（マーキング）されているか？

－　記号　　（IEC 60417-2, 5019）を表示しているか？

－　文字PEを表示しているか？

－　緑･黄2色組合せで導体識別をしているか？
	□
	□

□

□

□
	□
	□

	8.2.3
	6. PE接続及び端子の電流容量が，機械的，化学的，電気機械的影響によって阻害されないようになっているか？
	□
	□
	□
	□

	8.2.6
	7. PE接続箇所を他の固定目的（例えばレールの支持）に兼用しないようになっているか？ 
	□
	□
	□
	□

	8.2.3
	8. 金属製ケーブルダクト（可とう＆非可とう），金属ケーブルシースは，PE導体の代用にすることなく，しかもPE回路に接続（接地）しているか？
	□
	□
	□
	□

	8.2.4

13.4.5
	9. プラグ･ソケット接続がある場合，PE導体用接点は“先閉じ後切れ”になっているか
	□
	□
	□
	□

	8.2.4
	10. PE回路には，開閉器，過電流保護機器のいずれも挿入されていないか？
	□
	□
	□
	□

	8.2.2 / 8.2.3 +
	11. PE導体は，相導体と一括（同じ管など）して配線されているか？
	□
	□
	□
	□

	8.2.3
	12. 構成品の取り外し（e.g.:保全作業）によってPE回路が切断されることがない設計になっているか？
	□
	□
	□
	□

	8.2.8
	13. 機械の入力電源回路において接地漏えい電流が10 mAを超える場合（e.g.:PDS使用），次の条件の一つ以上を満たしているか？

－PE導体の断面積は，銅の場合10 mm2，アルミの場合16 mm2以上であるか？

－Noの場合，追加保護導体を備えているか？

－保護導体の導通が断のとき電源が自動遮断されるか？

－接地漏えい電流が10 mAを超える旨の警告表示はあるか？
	□
	□

□

□

□

□
	□
	□

	8.4
	14. 接地漏えい電流が大きい電気品には，目的に合う複巻変圧器を介して電源を供給しているか？（推奨事項）
	□
	□
	□
	□

	4. / 5 / 6 / 11 / 13
	8. 電気品に対する要求事項
	
	
	
	

	4.2.1
	1. 電気的な部品及び構成品は，次の条件を満たしているか？

－意図する使用に適している。

－関連するJIS又はIEC規格があれば，それらに適合している。

－供給者の使用上の指示に従って用いている。
	□
	□
	□
	□

	4.2.2
	2. IEC 60439規格群（低圧開閉機器を規定）に適合する電気品を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	4.3.1
	3. 機械の電気装置に用いる電気品は，意図する電源条件で正しく作動するような定格になっているか？
	□
	□
	□
	□

	11.2.3
	4. 発熱部品からサブアセンブリへの放熱の影響は回避されているか？
	□
	□
	□
	□

	4.4.8 +
	5. 電気品は，適切な機械的強度をもち，しっかり固定されているか？必要な場合，調整部分が振動の影響から（ずれないように）保護されているか？
	□
	□
	□
	□

	6.1
	6. 電源系統から直流的に絶縁されるすべての回路（変圧器）に対する感電保護方策は適切か？（チェックリストの確認項目“4. 感電保護”を参照）
	□
	□
	□
	□

	5.1
	7. 電気装置の内部（入力端子の下流）において，PE導体と中性線との接続は排除されているか？（TN-Cは例外）
	□
	□
	□
	□

	5.1
	8. 電気装置の内部にPEN端子は存在しないか？（TN-Cは例外
	□
	□
	□
	□

	6.2.4
	9. 充電する部品の残留電圧（キャパシタ，コンバータ端子など）は，電源断後5秒以内に60V以下まで放電するか？（Noの場合，警告表示があるか？）

人が接触可能なコネクタピンの放電時間は，最大1秒以内であるか？又は不注意な直接触に対する保護（IP2X又はIPXXB）があるか？
	□
	□
	□
	□

	6.3.2
	10. 手動操作機器の操作部分は，絶縁物（クラスⅡ）であるか？又はPE導体に接続されているか？（チェックリストの確認項目“4. 感電保護”を参照）
	□
	□
	□
	□

	13.1.3
	11. 同じケーブルダクト内の電線に加わる電圧が異なる場合，次のいずれかを満足しているか？

－適切な覆いによって電線間を分離している。

－ダクト内の電線に加わる最大電圧に適応する絶縁耐力をもつ。
	□
	□
	□
	□

	5.1
	12. 電気装置内部で主電源以外の電圧源（e.g.:電子回路用）を必要とする場合，その電源は電気装置内の構成機器（変圧器など）によって生成しているか？（推奨事項）
	□
	□
	□
	□

	5 / 7 / 9 / 11 /17
	9. 制御回路
	
	
	
	

	5 / 7 / 9 /  17
	9.1 制御電源用変圧器を用いる制御回路－1
	
	
	
	

	9.1.1
	1. 変圧器には，回路図に一致する表示（マーキング）があるか？：　　　　　　　
製造者：　　　　　　　　　形式：　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.1.1
	2. IEC61558-2-2に適合する制御用変圧器を用いているか？

－フェイルセイフ制御電源用変圧器を使用：記号
－非短絡防止形制御電源用変圧器を使用：記号
－短絡防止形制御用変圧器を使用：記号
	□
	□

□

□

□
	□
	□

	9.1.1 + 6.4.1
	3. IEC 61558-2-6に適合する安全絶縁変圧器を用いているか？　形式：　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.1.1
	4. IEC 61558-2-17適合のスイッチング電源を使用しているか？　形式：　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.1.1
	変圧器の

－1次側定格電圧：　　　　V

－2次側定格電圧：　　　　V

－2次定格電流　　　：　　　　A

－定格出力　　　：　　　　VA
	
	
	
	

	9.1.1
	変圧器の1次側接続の形式
	
	
	
	

	9.1.1
	－二つの相導体間
	
	□
	
	

	9.1.1
	－相導体とNの間？
	
	□
	
	

	9.1.1
	－　　　　　　　
	
	□
	
	

	9.1.1
	5. 変圧器は，分離巻線形（複巻）であるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.1
	6. 変圧器への入力電源は，電源断路器及び開閉器を経て接続されているか？
	□
	□
	□
	□

	9.1.2
	7. 変圧器2次電圧は，277V以下であるか？
	□
	□
	□
	□

	7./ 9 / 17
	方法a)又はb)による制御電源回路-1
	
	
	
	

	9.4.3.1
	8. 制御電源用変圧器（ELV及びDC用変圧器にも適用）の1端を接地する（緑/黄の保護導体によって）方式であるか？
	□
	□
	□
	□

	17.6
	9. 回路図に示すとおりのPE接続になっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.1.4

9.4.3.1 a) 1)
	10. 励磁コイルの1端は直接接地し，非接地側のコイル端に制御用開閉接点を挿入する方式であるか？
	□
	□
	□
	□

	9.1.4

9.4.3.1 a) 2)
	11. 他の方式（e.g.:制御電源用変圧器の1端を接地せず，絶縁監視器を設ける方式）を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	9.1.3

7.2.4

7.2.10
	12. 過電流保護機器／短絡保護機器を設けているか？

2次側に挿入：1×　　A

回路図に従う表示：　　　　　
1次側に挿入：　　×　　A

回路図に従う表示：　　　　　
	□
	□
	□
	□

	7.2.10
	13. 開閉機器接点の短絡保護は，確実に達成されるか？
	□
	□
	□
	□

	7.2.9 / 7.3.1 / 7.3.4
	14. 電子的電流制限機器による過電流保護を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	5 / 7 / 9 /  17
	9.2 制御電源用変圧器を用いる制御回路－2

（9.1と同じチェック。制御電源用変圧器が複数ある場合の第2の変圧器回路のチェック。）
	
	
	
	

	9.1.1
	1. 変圧器には，回路に一致する表示（マーキング）があるか？

：　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.1.1
	2. 変圧器2の2次電圧は変圧器1と同相であるか？

製造者：　　　　　　　　型式：　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.1.1
	3. IEC 61558-2-2に適合する制御用変圧器を用いているか？


－フェイルセイフ制御電源用変圧器を使用：記号

－非短絡防止形制御電源用変圧器を使用：記号
－短絡防止形制御用変圧器を使用：記号
	□
	□

□

□

□
	□
	□

	9.1.1 + 6.4.1
	4. IEC 61558-2-6に適合する安全絶縁変圧器を用いているか？　形式：　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.1.1
	5.  IEC61558-2-17に適合するスイッチング電源を使用しているか？　形式：　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.1.1
	変圧器の

－1次側定格電圧：　　　　V

－2次側定格電圧：　　　　V

－定格電流　　　：　　　　A

－定格出力　　　：　　　　VA
	
	
	
	

	9.1.1
	変圧器の1次側接続の形式
	
	
	
	

	9.1.1
	－二つの相導体間
	
	□
	
	

	9.1.1
	－相導体とNの間？
	
	□
	
	

	9.1.1
	－　　　　　　　
	
	□
	
	

	9.1.1
	6. 変圧器は分離巻線形（複巻）であるか？
	□
	□
	□
	□

	5.3.1
	7. 変圧器への入力電源は，電源断路器及び開閉器を経て接続されているか？
	□
	□
	□
	□

	9.1.2
	8.  変圧器2次電圧は，277V以下であるか？
	□
	□
	□
	□

	7./ 9 / 17
	方法a)又はb)による制御電源回路-2
	
	
	
	

	9.4.3.1
	9. 制御電源用変圧器（ELV及びDC用変圧器にも適用）の1端を接地する（緑/黄の保護導体）方式であるか？
	□
	□
	□
	□

	17.6
	10. 回路図に示すとおりのPE接続になっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.4.3.1 a) 1)
	11. 励磁コイルの1端は直接接地し，非接地側のコイル端に制御用開閉接点を挿入する方式であるか？
	□
	□
	□
	□

	9.4.3.1 a) 2)
	12. 他の方式（e.g.:制御電源用変圧器の1端を接地せず，絶縁監視器を設ける方式）を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	9.1.3

7.2.4

7.2.10
	13. 過電流保護機器／短絡保護機器を設けているか？

2次側に挿入：1×　　A

回路図に従う表示：　　　　　
1次側に挿入：　　×　　A

回路図に従う表示：　　　　　
	□
	□
	□
	□

	7.2.10
	14. 開閉機器接点の短絡保護は，確実に達成されるか？
	□
	□
	□
	□

	7.2.9 / 7.3.1 / 7.3.4
	15. 電子的電流制限機器による過電流保護を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	7. / 9
	9.3 制御電源用変圧器付きなし（方法c）の場合
	
	
	
	

	9.1.1
	1. モータスタータが1個だけ又は制御機器が2個だけの機械であるか？
	□
	□
	□
	□

	9.1.3

7.2.4

7.2.10
	2. 過電流保護機器／短絡保護機器を設けて開閉接点の保護を確実に達成しているか？

1×　　A（1本の相導体に挿入）

回路図に従う表示：　　　　　
2×　　A（2本の相導体に挿入）

回路図に従う表示：　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.4.3.1
	3. 逆相接続（e.g. Schuko形プラグによる起動停止制御又は障害時）が起こり得る状況で，多極制御スイッチを2本の相導体又は相導体とN導体に挿入する方式を用いているか？　（Schuko形プラグとは何か？）
	□
	□
	□
	□

	9
	9.4 直流制御回路
	
	
	
	

	9.1.1
	1. 直流制御回路の1端をPEに接続している場合，制御回路用直流電源ユニットの交流入力は，交流制御回路用の変圧器の分離巻線，又は直流電源専用の変圧器から供給しているか？
	□
	□
	□
	□

	11
	9.5 開閉機器へのアクセス
	
	
	
	

	11.5
	1. 電気作動域（電気設備区域）へアクセスするための通路に面する扉は，次のことを満足しているか？

－少なくとも幅0.7 m，高さ2.1 mある。

－外側に開く。

－鍵又はツールを使わずに内側から開くことができる。
	□
	□

□

□

□
	□

□

□

□
	□

□

□

□

	11.5
	2. 人が立って入れるエンクロージャは，非常時に脱出可能であるか（e.g.:パニックボルト）？
	□
	□
	□
	□

	11.5
	3. エンクロージャにアクセスしている間に内部の機器に電圧が加わる可能性があり，しかも導電部が露出しているエンクロージャの前には，少なくとも1 mの無障害幅があるか？

4. そのようなエンクロージャが通路の両側にある場合は，1.5 ｍの無障害幅があるか？
	□

□
	□

□
	□

□
	□

□

	7 / 9
	10 制御機能（電子回路）
	
	
	
	

	7 / 9
	10.1 制御装置
	
	
	
	

	9.1.1
	1. 電子装置（e.g.:PLC）の電源は，分離巻線（複巻）変圧器又はIEC 61558-2-17に適合するスイッチング電源から供給されているか？
	□
	□
	□
	□

	7.5
	2. 停電及び停電後の復電が危険状態を招かないような設計になっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.4.3.2
	3. 停電によって危険を招くようなメモリ喪失がないようになっているか？
	□
	□
	□
	□

	9
	11 停止機能，及び非常時の操作
	
	
	
	

	9
	11.1 停止機能
	
	
	
	

	9.2.2
	1. 機械が備えている停止機能は，次のいずれであるか（複数可）？

－停止カテゴリ0（動力を直ちに遮断；運動力を発生しない電圧は残存しても可）

－停止カテゴリ1（制御停止；停止完了後に電源遮断）

－停止カテゴリ2（制御停止；停止完了後も電源維持）
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□

	9.2.5.3
	2. 停止機能は，起動機能に優先している（割込み可能）か？
	□
	□
	□
	□

	9.2.2 / 9.2.3
	3. カテゴリ0停止及びカテゴリ1停止は，運転モードに関係なく機能するか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.2 /9.2.5.3
	4. 停止カテゴリ1（制御停止）を用いる駆動装置名

：　　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.2.2 /9.2.5.3
	5. 停止カテゴリ2（制御停止；位置制御完了後に停止）を用いる駆動装置名

：　　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.3
	6. 停止カテゴリは，リスクアセスメント及び機能要求に合致しているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.3
	7. 停止命令は，リスクアセスメントによって必要な場合，どの操作盤からも有効に機能するか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.3

9.2.5.4.1

9.2.5.4.2

JISB9705-1, 5.2.2
	8. 停止機能の手動リセットは，単に再起動可能状態に戻すだけであって，機械の動きを再起動させることがないような設計になっているか？
	□
	□
	□
	□

	9
	11.2非常時の操作
	
	
	
	

	9.2.5.4.2

附属書E
	1. 非常停止手段だけを備え，非常スイッチングオフ手段は備えない方式であるか？
機械の動くことによる危険源があるので非常停止手段は必要だが，不注意による直接接触に対する保護は十分なので非常スイッチングオフは不要なのか？
	□

□


	□

□


	□

□


	□

□



	9.2.5.4.3

附属書E
	2. 非常スイッチングオフ手段だけを備え，非常停止手段は備えない方式であるか？
電気による危険源があるので非常スイッチングオフは必要だが，機械的運動を止めるための非常停止は不要なのか？
	□

□
	□

□
	□

□
	□

□

	10.8.1
	3. 非常停止と非常スイッチングオフの両方を備える方式であるか？

非常停止手段と非常スイッチングオフ手段が混同されないようになっているか？

混同を回避する手段（e.g.:突き破り形カバー）：　　　　　　　
	□

□
	□

□
	□

□
	□

□

	7 / 9 / 10
	11.3 非常停止用機器及び非常スイッチングオフ用機器
	
	
	
	

	9.2.5.4.2
	1. 非常停止は，リスクアセスメントに応じて停止カテゴリが0又は1になっているか？
	□


	□


	□


	□



	10.7.1
	2. 全ての危険源箇所（作業場所，操作場所）に対して非常操作手段があるか？
危険源箇所1：　　　　　　停止カテゴリ：　　　
危険源箇所2：　　　　　　停止カテゴリ：　　　
危険源箇所3：　　　　　　停止カテゴリ：　　　
危険源箇所4：　　　　　　停止カテゴリ：　　　
	□
	□
	□
	□

	10.7.1
	3. 非常停止用操作器及び非常スイッチングオフ用操作器は，アクセスし易い場所にあるか？
	□
	□
	□
	□

	JISB9703, 4.4.3
	4. 非常操作器は，機械的ラッチ形式になっているか？
	□
	□
	□
	□

	10.7.4

10,8.4
	5. 非常停止又は非常スイッチングオフ機能を果たす目的に電源断路器又は電源開閉器（停止カテゴリ0のもの）を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	10.7.3

10.8.3
	6. 非常用操作器は，黄の背景に赤のハンドルをもつものであるか？
	□
	□
	□
	□

	10.7.2

10.8.2
	7. 非常用操作器は，黄の背景に赤の押しボタン，EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(てのひら),掌)又はきのこ形のアクチュエータを用いるものであるか？
	□
	□
	□
	□

	10.7.2
	8. 非常停止用操作器として，機械的ガードのないペダルスイッチを用いているか（非常停止用のみ許容）？
	□
	□
	□
	□

	10.7.2

10.8.2
	9. 非常用操作器に，引張りコード式スイッチ（破損，外れに強いもの）を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.4.1
	10. 制御要素の全てを手動リセットした後でなければ非常用開閉器をオンにできない仕組みになっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.4.1
	11. 非常操作機器をリセットしただけでは機械が起動しないようになっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.4.2
	12. 非常停止機能は，全ての機能に優先（割込み）して機能するか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.4.3
JISB9703, 4.1.3
	13. 非常スイッチングオフは，新たな危険源を生むことがなく，可能な限り迅速に機能するか？
	□
	□
	□
	□

	10.7.2
	14. 非常操作機器の接点は，直接開路動作機構になっているか？（JIS C 8201-5-1の附属書K）

－製造者：　　　　　　
－負荷電流（AC15-DC13）：　　　A，　　　Vにて

－製造者が指定する許容過電流：　　　A

－非常操作用機器の接点保護に用いる過電流保護の設定値：　　　A（コンタクタの過電流保護は必要だが，操作器接点に過電流保護が必要なのか疑問）
	□
	□
	□
	□

	7.2.9
	15. 負荷電流開閉器の接点の過電流保護は確実か？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.4 +
	16. 通常運転の開閉には非常停止及び非常スイッチングオフ操作器を用いない設計になっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.4 +
	17. 非常スイッチングオフ及び非常停止の操作器から制御される開閉器類は何か？

：　　　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.4 +
	－コンタクタか？
	
	□
	
	

	9.2.5.4 +
	－安全モジュールか？
	
	□
	
	

	9.2.5.4 +
	－停止／安全停止又はS1／安全停止安全機能を組み入れたコンバータか？
	
	□
	
	

	9.2.5.4.3
	18. 非常スイッチングオフ用開閉器には機械接点式（半導体スイッチは不可）機器だけを用いているか？
	□
	□
	□
	□

	10.7.1

JISB9703, 4.1.3
	19. 可搬形操作盤の非常停止用操作器が有効状態にあるか無効状態にあるかの混同を最小化しているか？

その手段（e.g.:使用説明書に記載）は；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	4 / 5 / 7 / 9 / 10
	12. 制御機能
	
	
	
	

	5
	12.1 予期しない起動を防止するための開路機器
	
	
	
	

	5.4
	1. この目的のための開路機器を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	5.4

JIS B 9714も参照
	2. 開路機能（e.g.:機械の分解，電気装置に触れる作業，調整･保全などにおける危険防止のため）をもつ機器を備えているか？その形式は；　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	5.4

5.3.2
	3. 電源断路器（JIS B 9960-1の5.3.2）を予期しない起動防止の目的に用いているか？
	
	□
	
	

	5.4

5.3.2
	4. 断路用開閉器を予期しない起動防止の目的に用いているか？
	
	□
	
	

	5.4
	5. 鍵の掛る電気作動域内に引抜き形ヒューズ又は断路用リンクを予期しない起動防止の目的に用いているか？
	
	□
	
	

	5.4
	6. それらの品名，種別等は；　　　　　　　
	
	□
	
	

	5.4
	7. 断路機能を満足しない機器を予期しない起動防止の目的に用いているか？（短い検査，調整，電気装置に対する限定的作業であって，感電の危険のない作業目的だけに限る。）その品名，形式は；　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	5.5

5.6
	8. オフ位置にロックできる開閉器を予期しない起動防止の目的に用いているか？
	
	□
	
	

	5.4
	9. 制御回路（操作盤）で制御されるコンタクタを予期しない起動防止の目的に用いているか？
	
	□
	
	

	5.4
	10. そのコンタクタの品名，形式等は；　　　　　　
	
	□
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	12.2 運転，インターロック，監視，起動
	
	
	
	

	7.5
	1. 停電後の復電時に，機械が再起動して危険状態に陥ることがない設計であるか？
	□
	□
	□
	□

	7.6

(9.3.2)
	2. 自動再起動防止のインターロック付きの過速度保護を備えているか（必要な場合）？
	□
	□
	□
	□

	7.8
	3. 電源の相順が正しくない場合，

－危険状態に陥らない設計であるか？

－機械が損傷を受けない設計であるか？

－保護方策は；　　　　　
	□
	□

□

□
	□

□
	□

	9.3.3
	4. 機械の補助機能（e.g.:注油機能，冷却機能）の健全性を監視しているか？
	□
	□
	□
	□

	9.3.5
	5. 逆相制動を用いる機械において，時間だけに基づく電源遮断は行わない設計（逆回転のリスク防止）であるか？
	□
	□
	□
	□

	9.3.5
	6. 電動機軸が（自然又は故意に）回っただけでは起動しないようになっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.3.4
	7. 相反する動きを防止するインターロックを備えているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.1
	8. 安全な運転のために必要な安全機能又は保護方策（インターロック）を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.1
	9. 異なる操作盤からの指令が危険を招かないような方策を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.2
	10. 動力を供給してもよい条件（e.g.:ガードインターロック）が整っているときだけ運転の起動が可能であるようになっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.2
	11. 起動を指令するために複数の操作盤を用いるか？

その場合，次の起動手順（条件）になっているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－各操作場所に独立した手動の起動機器がある。
	□
	□
	□
	□

	
	－全ての起動用機器は事前にオフ位置にある。
	□
	□
	□
	□

	
	－起動前の条件が整う。
	□
	□
	□
	□

	
	－各操作盤から並行してオン操作（セレクタスイッチの場合，同じ選択位置に操作）を行う。
	□
	□
	□
	□

	9.2.6.4
	12. 一つで起動と停止を指令する操作機器の使用は，危険状態を招かない機能の起動停止だけに限定されているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.1
	13. 起動機能は，関連回路にエネルギーを与えることによって作動する原理になっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.3.1
	14. 保護機器のリセット（インターロック接点を閉）によって危険な起動を招かないような設計になっているか？（起動機能付きガードについてはJIS B 9700-2の5.3.2.5参照）
	□
	□
	□
	□

	9.3.1
	15. 危険状態を招く起動指令が，実行されないまま残ることがない設計になっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.5
	16. 危険な運きをする機械の構成要素には，監視機能（e.g.:トラベルリミッタ，電動機過速度検出，機械的過負荷検出，衝突防止用機器）を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.5
	17. 危険な動きは，操作場所から監視できるか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.5.5
	18. 手操作（手送り）式の機械の場合，オペレータが監視機能を担うのか？ 
	□
	□
	□
	□
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	12.3 両手操作機器
	
	
	
	

	9.2.6.2
	1. 両手操作制御機器を用いているか？
	
	□
	□
	

	JIS B 9712
	2. タイプⅠの機器（次の特徴をもつもの）を使用か？

－同時かつ持続した操作：起動，運転。
－一方の手を離した場合：停止。

－安全PL：実績があり試験済の部品を使用。
	□
	□
	□
	□

	JIS B 9712
	3. タイプ2の機器（次の特徴をもつもの）を使用か？

－タイプⅠに加えて，

－一度両手を離さなければ再起動できない。

－安全PL：フォールトトレランス1。
	□
	□
	□
	□

	JIS B 9712
	4. タイプ3の機器（次の特徴をもつもの）を使用か？

－タイプⅠ，タイプ2に加えて，

－両手同時操作（0.5秒以内の時間差）により：起動。

－安全PL

A：カテゴリ1（実績あり試験済みの部品）

B：カテゴリ3（フォールトトレランス1）

C：カテゴリ4（自己診断）
	□
	□

□

□

□
	□
	□

	9.2.6.2
	5. 両手操作制御機器は，リスクアセスメントに基づいて選択したか（JIS B 9712参照）
	□
	□
	□
	□
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	12.4 イネーブル制御機器
	
	
	
	

	9.2.6.3
	1. イネーブル制御機器を用いているか？
	
	□
	□
	

	9.2.6.3
	2. イネーブル制御は，次の特徴をもつ手動の制御インターロック機能になっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.6.3
	－イネーブル操作をしている間だけ，別の起動操作機器による機械の起動が可能になる。
	□
	□
	□
	□

	9.2.6.3
	－イネーブル操作していないときは，停止機能を始動し，機械の運転始動を禁止する。
	□
	□
	□
	□

	9.2.6.3
	3. イネーブル制御機器は，機械の運転を再開してよい条件が整うまではイネーブル機能が無効状態になるものであるか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.6.3
	4. イネーブル制御機器は，簡単な手段によっては不正にイネーブル状態にできないようになっているか？
	□
	□
	□
	□

	10.9
	5. イネーブル制御機器は，次の特性（6～8）を備えているか？

：　　　　　　　　　　　　　　
	
	□
	□
	

	10.9
	6. イネーブル制御機器は，人間工学に基づいて設計されているか？
	□
	□
	□
	□

	10.9
	7. 2ポジション形のイネーブル機器を採用している場合，次の特性を満たすか？

－ポジション1：オフ機能（操作されない状態）

－ポジション2：イネーブル機能（操作された状態）
	□
	□
	□
	□

	10.9
	8. 3ポジション形のイネーブル機器を採用している場合，次の特性を満たすか？

－ポジション1：オフ機能（操作されない状態）

－ポジション2：イネーブル機能（中間位置まで操作された状態）

－ポジション3：オフ機能（中間位置を超えた位置まで操作された状態）

－ポジション3からポジション2へ戻ってもオフ状態継続
	□
	□
	□
	□
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	12.5 ケーブルレス制御
	
	
	
	

	9.2.7.1
	1. 操作盤は，容易に電源オフ（切り離し）状態にできるか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.7.1
	2. 操作盤の無断（無許可）使用防止策は備わっているか？

方策：　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.2.7.1
	3. その操作盤がどの機械を運転できるかの識別は明瞭か？
	□
	□
	□
	□

	9.2.7.2
	4. 制御指令は，

－指定の機械だけに及ぶようになっているか？

－指定の機能だけに及ぶようになっているか？

その方策は：　　　　　　　
	□

□
	□

□
	□

□
	□

□

	9.2.7.2
	5.指定の操作盤からの信号だけに機械が反応するような方策が採られているか？
方策：　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.2.7.2
	6. 必要な場合，機械が指定の区域内に存在するときだけ制御可能になっているか？

方策：　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.2.7.3
	7. 操作盤は，停止指令用の操作器を備えているか？

この停止用操作器には非常停止の表示をしていないことを確認したか？
	
	□

□
	□

□
	□

□

	4.1
	8. 安全関連信号及び制御信号の処理の仕方は，リスクアセスメントに合致しているか？
	
	□
	□
	□

	9.2.7.4
	9. 複数の操作盤がある場合，

－どの時点でも有効状態になる操作盤は一つだけに限られているか？

－どの操作盤がどの機械を制御するかの表示があるか？

－その表示は，リスクアセスメントに適合する適切な場所にあるか？

－停止機能だけは各操作盤から同時に有効となるか（リスクアセスメントのよって必要な場合）？
	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□


	□

□

□

□



	9.2.7.5
	10. 操作盤の電池電圧の変化が危険状態を招くことがないような設計になっているか？

電池式操作盤の電池電圧の変化が危険な動きを招くおそれがある場合，電池電圧が限界値を越えた場合の警告があるか？

機械を安全状態に導くために必要十分な時間を見込んで警告を出しているか？
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
	□

□

□
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	12.6 運転モード
	
	
	
	

	9.2.3
	1. 複数の運転モードをもつ機械か？
	□
	□
	
	

	9.2.3
	2.運転モードの変更が可能であるか？

運転モード選択手段に何を用いているか？

－セレクタスイッチ
－カムスイッチ（ロック可能）

－キースイッチ（すべての選択位置にロック可能）

－アクセスコード

－その他：　　　　　　　　
	□
	□

□

□

□

□

□
	□
	□

	9.2.3
	3. 選択した運転モードは，明瞭に確認できるか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.3
	4. モード選択器の操作だけでは機械（運動）は起動せず，起動には別の起動操作を必要とする設計になっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.3
	5. 関連する安全機能又は安全方策は，どの運転モードにおいても有効に機能するか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.4

JISB9700-1, 4.11.9
	6. 安全機能又は保護方策を中断したときは，次のモードに移行するか？

－インチング（寸動）モード

－イネーブリング モード

－両手操作モード

－非常スイッチングオフ付き携帯操作盤使用（？）
－ケーブルレス操作盤使用（？）
－減速運転

速度：　　　mm/s

減速形式：　　　　　
－出力低減

－可動範囲の制限

－その他：　　　　　　
更に，他の全ての運転モードは不能になるか？
	□
	□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
	□
	□

	9.2.3

4.1
	7. 運転モード選択スイッチの設計，速度低減の仕方，保護方策の中断時の条件（前項6.）は，リスクアセスメントに合致しているか？（JIS B 9705-1参照）
	□
	□
	□
	□

	9.2.3
	8. 運転モード設計は，機械の個別規格（C規格）の要求事項に合致しているか？

（C規格の番号･名称：　　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.4
	12.7 故障時の制御機能
	
	
	
	

	9.4.1
	1. 制御機能の安全レベルPL（JIS B 9705-1 / ISO 13849-1のTable 2）及び／又はSIL（JIS B 9961 / IEC 62061）を確認せよ。

制御機能1　　　　のPL/SIL：　　　　　
制御機能2　　　　のPL/SIL：　　　　　
制御機能3　　　　のPL/SIL：　　　　　
制御機能4　　　　のPL/SIL：　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.4.1
	2.　必要な制御安全レベルを規定する規格を確認せよ。

－指定のC規格　名称：　　　　　　　
－ISO 13849-1によるリスクアセスメント

－IEC 62061によるリスクアセスメント

－その他の規格：　　　　　　　　　　　
	□
	□

□

□

□

□
	□
	□

	9.4.1
	3. １項で確認した安全レベルは2項の規格要求を満たすか？
	□
	□
	□
	□

	9.4.1
	4. メモリ回路に電池電源を用いているか？

その場合，電池の取り外し又は故障があってもメモリの安全を確保できるか？　　　　　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	9.4.1
	5. メモリ内容の変更には，指定された者以外はアクセス出来ないようになっているか？保護方策は？

キー

アクセスコード

ツール
	□
	□

□

□

□
	□
	□

	9.4
	12.8 故障時のリスクを低減する方策
	
	
	
	

	9.4.2.1
	1. 実績ある（実証済みの）回路技術及び構成品を用いているか？

－制御回路の一端を接地しているか？

－JIS B 9960-1の4.3.1に規定する電源で正常に働くように制御機器を接続しているか？

－停止制御は，エネルギー（励磁）を取り去ることによって作動する原理に基づいているか？

－制御機器を制御する充電導体の全部を開閉制御しているか？

－直接開路（強制開離）式の接点を用いているか？

－望ましくない運転状態を招く故障が起こる可能性を低減するような回路設計法を用いているか？
	□
	□

□

□

□

□

□

□
	□
	□

	9.4.2.2
	2. 冗長設計になっているか？
	□
	□
	□
	□

	9.4.2.3
	3. ダイバーシティ（多様化）構成になっているか？
－インターロック付きガードに，常時閉接点及び常時開接点を組み合わせることによる多様化（冗長化）を用いているか？

－制御回路に異なる種類の構成品（多様化設計）を用いているか？

－冗長系の一方に電気機械的機器を用い，他方に電子的機器を用いることによる多様化設計を行っているか？

－冗長系の一方を電気的機器，他方を非電気的機器（e.g.:機械的，液圧的，空圧的）にする多様化を行っているか？
	□
	□

□

□

□

□
	□
	□

	9.4.2.4
	4. 機能試験の手段を備えているか？
－制御システムによって自動テストを行っているか？
テスト間隔：　　　　　　　
－手動テスト（検査又は起動時）を行っているか？
テスト間隔：　　　　　　　
	□
	□

□

□
	□
	□

	9.4.1
	5. 故障時の制御系の挙動（反応）は，リスクの観点から適切であるか？
	□
	□
	□
	□

	9 / 10 / 16
	13. 操作機器及び表示機器
	
	
	
	

	10.1.2
	1. 容易にアクセスできるか（高さ0.6m以上）？
	□
	□
	□
	□

	10.1.2
	2. 安全に操作できるか？
	□
	□
	□
	□

	10.1.1

10.6
	3. 不注意に操作される危険（特に起動操作機器）は低いか？

（きのこ形アクチュエータを両手操作に使用は可）
	□
	□
	□
	□

	10.1.3
	4. 外部環境の影響（腐食性液体，蒸気，ガス，切りくず，ほこり，異物）に対する保護は適切（e.g.:IP54/IP55）であるか？不注意接触に対する保護はIPXXDを満足するか？
	□
	□
	□
	□

	10.1.2
	5. 足操作の押しボタンは，通常の作業位置から操作可能か？
	□
	□
	□
	□

	10 / 16
	13.1 押ボタン
	
	
	
	

	10.2.1
	1. 赤いきのこ形ボタンの使用は，非常操作だけに限定されているか？
	□
	□
	□
	□

	10.2.2
	2. 明瞭な表示（e.g.:｜又は○）があるか？　（推奨）
	□
	□
	□
	□

	16.3
	3. ｜又は○以外の機能表示（文字又は記号）があるか？ 
	□
	□
	□
	□

	9 / 10
	13.2 押しボタンの色分け
	
	
	
	

	10.2.1
	1. 停止／オフ：

黒（推奨），灰，白，赤（赤は非常操作器から離す。）のいずれかを用い，緑（使用禁）は排除しているか？
	□
	□
	□
	□

	10.2.1
	2. 起動／オン：

白（推奨），灰，黒，緑のいずれかを用い，赤（使用禁）は排除しているか？
	□
	□
	□
	□

	10.2.1
	3. 寸動モード（押すとオン離すとオフ）：

白，灰，黒のいずれかを用い，赤，黄，緑は排除しているか？
	□
	□
	□
	□

	10.2.1
	4. 異状時の介入のための操作器に黄を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	10.2.1
	5. 必須（強制）の操作（e.g.:リセット）に青を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	10.2.1
	6. 正常状態の始動（開始）操作に緑を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	9.2.6.4

10.2.1
	7. 起動･停止の交互切換：　この押しボタンスイッチは，危険状態を招かない機能だけに使用を限定し，白，灰，黒のいずれかを用い，赤，黄，緑は排除しているか？
	□
	□
	□
	□

	10.2.1

表3
	8. 異なる機能（e.g.:オン及びオフ）に同じ色（e.g.:白，灰，黒）を用いているか？その場合，混同を避ける別の識別手段（構造，形状，配置）を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	10.5
	9. ロータリスイッチ（e.g.:セレクタスイッチ，ポテンショメータ）は，固定部が緩んで回転することがないようになっているか？
	□
	□
	□
	□

	10.1.1

10.1.2
	10, 押しボタン（スイッチ）の位置は，明確に認識できるか？
	□
	□
	□
	□
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	13.3 表示灯，照光式押しボタン
	
	
	
	

	10.3.1

10.3.2，表4
	1. 点灯によって情報提供又は行動を要求するために，次の色を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－赤（非常，危険状態，即時の行動要求）
	
	□
	
	□

	
	－黄（異状，介入要求）
	
	□
	
	□

	
	－緑（正常，安全状態）
	
	□
	
	□

	
	－青（必須・強制の行動，リセット）
	
	□
	
	□

	10.3.1

10.3.2，表4
	2. 指令を受け取ったことの確認表示に，次の色を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－白
	
	□
	
	□

	
	－青
	
	□
	
	□

	
	－緑（特別の場合に使用可）
	
	□
	
	□

	10.4
	3. 割り当てるべき適切な色がないので，白を用いたか？
	□
	□
	□
	□

	10.4
	4. 非常操作用アクチュエータの赤は，照光（発光色）に依存しないものであるか？
	□
	□
	□
	□

	10.3.1
	5. 表示灯及び表示画面は，オペレータの通常の操作位置から視認できるか？
	□
	□
	□
	□

	10.3.1
	6. 警報ランプの表示機能の健全性は，テスト可能か？
	□
	□
	□
	□

	10.3.2
	7. 表示タワー（ある場合）の色順は，上から赤，黄，青，緑，白の順であるか？
	□
	□
	□
	□

	6 / 8
	14. 機械本体（フレーム）のチェック
	
	
	
	

	8.2.3
	1. 機械の露出導電性部分は，PEシステムに接続されているか？

－各露出導電性部分は個別にPE接続しているか？
	□
	□

□
	□
	□

	8.2.3
	2. PE接続は，
	
	
	
	

	
	－恒久的な接続であるか？
	
	□
	□
	□

	
	－導電性は十分であるか？（チェックリストの確認項目“7. 保護接地（PE）回路”を参照）
	
	□
	□
	□

	8.2.6
	－保護導体接続部には，適切な表示（   ，PE，緑／黄）があるか？
	
	□
	□
	□

	8.2.2
	－PE導体の断面積は適切であるか？
	
	□
	□
	□

	6.2
	3. 機械内及び機械上の充電部との不注意接触に対する保護

（下記4.～7.を確認せよ。）
	
	
	
	

	6.2.2
	4. エンクロージャによる感電保護は，適切であるか？
	□
	□
	□
	□

	
	－エンクロージャを開けるには，鍵又はツールを必要とするか？　　　　　　　　　　　　
	
	□
	□
	□

	
	－エンクロージャを開ける前に充電部の電圧は遮断（開路）されるか？　　　　　　　　　　　　
	
	□
	□
	□

	
	－エンクロージャの保護等級は，少なくともIP2X又はIPXXBであるか？　　　　　　　　　　　　
	
	□
	□
	□

	6.2.3
	5. 充電部を完全に恒久的に絶縁することによる保護を採用しているか？　　　　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	6.2.6
	6. 充電部を人のリーチ外に置くことによる保護又はオブスタクルによる保護を採用しているか？　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	6.4
	7. 不注意による直接接触及び間接接触に対する保護手段としてPELVを用いているか？　　　　　　　　　　　

（チェックリストの確認項目“4. 感電保護”を参照。）
	
	□
	□
	□
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	15. 機械に取り付けた制御機器
	
	
	
	

	6 / 10 /11 / 13
	15.1 制御機器（ポジションスイッチ，圧力スイッチ，エンコーダ）
	
	
	
	

	10.1.3

13.4.1
	1. これらの機器に対する保護等級（IP）は適切であるか？
ケーブル引込み口は，不純物（e.g.:おが屑，ほこり，異物）の侵入に対し十分な保護を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	10.1.3
	2. これらの機器は，腐食性の液体，気体の影響に対して適切に保護されているか？
	□
	□
	□
	□

	10.1.2
	3. これらの機器は，保全作業を実施するために容易にアクセスできるか？
	□
	□
	□
	□

	10.1.2
	4. これらの機器は，機械に接触する作業（e.g.:物の運搬）によって損傷を受けないように取り付けられているか？
	□
	□
	□
	□

	6.3.2
	5. 総合的絶縁（ケーブルグランドを含む。）を確保しているか？　又は，
	□
	□
	□
	□

	6.3.3

6.4
	6. PE回路に接続しているか（PELV以外のELVにも適用）？

Noの場合，当該機器名：　　　　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	11.2.1
	7. プラグイン式の制御機器は，明瞭な特徴（形状，表示，参照指定など）によって誤挿入を防止しているか？
	□
	□
	□
	□

	9 / 10
	15.2 ポジションセンサ（ポジションスイッチ，近接スイッチ）
	
	
	
	

	9.3.2
	1. 可動部の停止限界からの行き過ぎを防止しているか？
	□
	□
	□
	□

	
	－機械的過走防止手段（ストッパなど）を用いているか？
	
	□
	
	

	
	－ポジションセンサを制御系に組み入れて過走防止しているか？
	
	□
	
	

	10.1.4
	2. ポジションセンサは，行き過ぎがあったとき損傷しないようになっているか？
	□
	□
	□
	□

	10.1.4
	3. 安全関連制御系に組み入れたポジションセンサがある場合，その形式は次のどれか？（確認表にも記入せよ。）
	□
	□
	□
	□

	
	－JIS B 8201-5-1に適合する直接開路動作の機械的ポジションスイッチであるか？
	□
	□
	□
	□

	
	－上と同等の安全レベルをもちJIS B 8201-5-3に適合する近接スイッチであるか？
	□
	□
	□
	□


	人の保護のために用いるポジションセンサ（ポジションスイッチ）の確認表

	
	使用場所
	表示
	製造業者
	タイプ
	直接開路式
（ブレーク接点）
	非直接開路式
(ﾒｰｸ接点)
	JISB8201-5-1
試験ﾏｰｸ

	
	
	
	
	
	ｶﾃｺﾞﾘ1
	ｶﾃｺﾞﾘ2
	ｶﾃｺﾞﾘ1
	

	1
	　　　　
	　　　　
	　　　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　／　　

	2
	　　　　
	　　　　
	　　　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　／　　

	3
	　　　　
	　　　　
	　　　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　／　　

	4
	　　　　
	　　　　
	　　　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　／　　

	5
	　　　　
	　　　　
	　　　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　／　　

	6
	　　　　
	　　　　
	　　　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　／　　

	7
	　　　　
	　　　　
	　　　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　／　　


チェックリスト本体の続き

	10.1.4
	4. 制御要素は，剛性の（ばね構造でない）機械的部分によって駆動されるものであるか？
	□
	□
	□
	□

	BGI 575

(ZH1/153)
	5. ポジションスイッチ，制御要素，駆動要素の位置ずれ防止対策は，十分であるか（スプリングワッシャー，菊座金，固定ピンなどによって）？
	□
	□
	□
	□

	10.1.4 +
	6. ポジションセンサのストローク範囲は，適切であるか？
	□
	□
	□
	□

	10.1.4 +
	7. 可動部が危険ゾーンに到達する前に停止又は動力遮断が可能であるか？
	□
	□
	□
	□

	BGI 575

(ZH1/153)
	8. 安全のために設けた機械的ポジションスイッチは，要求事項（上の確認表参照）に従って選択し設置したか？
	□
	□
	□
	□

	10.1.4 +
	9. ポジションスイッチは，人が不注意による接触をしても作動することがないように保護されているか？
	□
	□
	□
	□
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	16. 外部への引き出しケーブル（端子箱，コネクタ類）
	
	
	
	

	13.4
	1. 軽装プラスチック被覆の電線，ケーブルを用いているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.1
	2. ケーブル開口，グランドなどは，エンクロージャの保護等級を低下させない構造であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.2
	3. 単心ケーブル及びその接続部は，ケーブルダクト又は電線管に入れて保護しているか？
	□
	□
	□
	□

	12.3
	4. 被覆の絶縁耐力は，AC 50 V超又はDC 120 V超の回路では最低でもAC 2000 Vで5分間を満足するか？PELV回路ではAC 500 Vで5分間を満足するか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.2
	5. 構成機器からの引き出しリード線（機器の一部になっているもの）は，十分短く，損傷を受けるリスクが最小になるように配置され，保護されているか？
	□
	□
	□
	□


	13.4
	16.1軽装プラスチック被覆のケーブル
	
	
	
	

	13.5
	1. ケーブルの機械的損傷に対する保護は，適切であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.5.1
	2. ケーブルに接触する鋭いエッジを無くしているか？
	□
	□
	□
	□

	13.5.1
	3. 油，温度，及び化学的影響からケーブルを保護しているか？
	□
	□
	□
	□

	13.5
	16.2 ケーブルダクト（ケーブルトランキング）内の単心ケーブル
	
	
	
	

	13.5.1
	1. ケーブルダクトの保護等級は，適切であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.5.1
	2. ダクトは，鋭いエッジ，粗い表面がないものであるか？
	□
	□
	□
	□

	13.5.1
	3. ダクトは，しっかり固定され，損傷がない状態であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.5.2
	4. ダクト内の収納容積には，余裕があるか？
	□
	□
	□
	□

	13.5.1
	5. 電線管は，油管，水管と離してあるか，又は電線管であることを示す明瞭な表示があるか？（推奨事項）
	□
	□
	□
	□

	13.5.3

13.5.5
	6. 適切な種類の電線管（e.g.:防錆メッキ付き）を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	13
	16.3 可動ケーブル
	
	
	
	

	13.4.3
	1. より線を用い，曲げ疲労の耐力が高い可とう性ケーブルであるか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.3
	2. どのような手段でケーブルを保護しているか？
	
	
	
	

	
	－可とう性金属管に収容。
	
	□
	
	

	
	－プラスチック管に収容。
	
	□
	
	

	
	－特別なケーブル種別（機械的損傷に強いもの）を選定。
	
	□
	
	

	13.4.3
	3. 過度の引張力又は曲げ力が加わらないようになっているか（e.g.:グランドにおいて）？
	□
	□
	□
	□

	13.4.3
	4. 運転時にケーブルが受ける曲げの半径は，ケーブル外径の10倍以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.3
	5. 可動ケーブルは，機械の可動部分から25 mm以上離れているか，又は可動部分との間に仕切板を設けているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.3
	6. 速くて頻繁な動きをするケーブルには，可とう金属管による保護は用いない設計になっているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.3
	7. 機械の可とうケーブルは，次のような過酷な扱いが起こらない環境で用いるか，及び／又は過酷な扱いに対する保護を設けているか？

－ケーブルが，車両その他の機械に踏みつけられる。

－ケーブルが運動中に機械本体に接触する。

－ケーブルバスケット又はケーブルドラムにおいて，引き出し時及び収納時に，ケーブルが力を受ける。

－懸架ケーブルが加速力及び風力を受ける。

－ケーブル組込（収納）時に過度の摩擦を受ける。

－ケーブルが，過度の放射熱に曝される。
	□
	□
□
□
□
□
□
□
	□
	□

	13.4.3
	8. 次の対策によって，ケーブルに捻じれが生じないよう（捻じれ角5°未満）になっているか？

－ケーブルドラムにおける巻取り及び引き出し時の対策
－ケーブルガイドにおけるケーブル通過（接近･離脱）時の対策

－ケーブルドラムには常に2巻以上残す。

－JIS B 9960-1の表8の曲げ半径制限を満足する。
	□
	□
□
□
□
□
	□
	□

	8
	16.4  PEシステムへの接続
	
	
	
	

	8.2.1
	1. 金属製のケーブルダクト，電線管，回転アームは，PEに接続されているか？
	□
	□
	□
	□

	8.2.3
	2. 可とう金属管（入口金物を含む）は，PEに接続されているか？
	□
	□
	□
	□

	8.2.3
	3. 金属製のケーブル引張りチェンは，PEに接続されているか？
	□
	□
	□
	□

	8.2.3
	4. 金属製のケーブルグランドは，PEに接続されているか？
	□
	□
	□
	□
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	16.5 最小断面積（JIS B 9960-1の表5を参照）
	
	
	
	

	12.2
	1. 保護エンクロージャ外の配線
	
	
	
	

	12.2
	－主動力回路の固定配線の可とう単心電線（クラス5又は6）の断面積は1.0 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	－主動力回路の固定配線の非可とう単心の単線（クラス1）又はより線（クラス2）の断面積は1.5 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	－主動力回路の固定配線の多心電線の断面積は0.75 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	－主動力回路の頻繁に動く可とう単心電線（クラス5又は6）の断面積は1.0 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	－主動力回路の頻繁に動く多心電線の断面積は0.75 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	－制御回路の単心電線の断面積は1.0mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	－制御回路のシールド付き2心電線の断面積は0.2 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	－制御回路のシールドなし2心電線の断面積は0.5 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	－制御回路の多心（3心以上）電線の断面積は0.2 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	－データ伝送用ケーブルの断面積は0.08 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	2. エンクロージャ内の配線
	
	
	
	

	12.2
	－主動力回路の固定配線のケーブルの断面積は，心数に拘わらず0.75 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	－制御用ケーブルの断面積は，固定／可動，単心／多心の別なく0.2 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	－データ伝送用ケーブルの断面積は，0.08 mm2以上であるか？
	□
	□
	□
	□

	12.2
	3. アルミニウム導体の断面積は，16 mm2以上であるか?
	□
	□
	□
	□

	12.2
	4. 頻繁に動く電線は，可とう性より線であるか？
	□
	□
	□
	□

	8 / 13
	16.6 端子及び接続箱
	
	
	
	

	13.5.8
	1. 端子は，アクセスし易い頑丈なエンクロージャ内にあるか？
	□
	□
	□
	□

	13.5.8

13.4.1
	2. 接続箱は，ケーブル引込口を含め，適切な保護等級（IP44）を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.2
	3. ケーブル端末は，取り外し･再接続のために十分な余長をもって接続されているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.2
	4. ケーブル引き込み口では，ケーブル引張力を心線接続点に伝えないように吸収（ストレインリリーフ）しているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	5. 1線に1端子を割り当てているか，又は多心ケーブルに適した端子台を用いているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.2
	6. 全ての制御線は，端子から端子まで直接接続（接続箱の内外で継ぎ足しをしない。）になっているか？（プラグ･ソケット接続は，継ぎ足しとは見なさない。）
	□
	□
	□
	□

	13.3
	7. 全ての制御線接続は，端子台接続又はプラグ･ソケット接続になっているか？（主動力回路及び測定回路に限っては機器に直接接続してもよい。）
	□
	□
	□
	□

	13.4.4
	8. 複雑な機械の制御線引き回し（e.g.:ポジションセンサ用，押しボタン用）には，中継端子台を設け，端子台を回路図にも示してあるか？（推奨事項）
	□
	□
	□
	□

	8.2.3
	9. 金属エンクロージャは，導電性の高い導体によってPEに接続されているか？
	□
	□
	□
	□

	8.2.6
	10. PE接続には，適切な表示（    ，PE，緑／黄）があるか？
	
	□
	□
	□

	13.1.1
	11. PE接続は，堅牢に固定され，緩みを生じない接続であるか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	12. PE接続は，1端子にPE導体1本だけを接続するものであるか？
	□
	□
	□
	□

	13.2.2
	13. PE導体の被覆は，緑と黄の縞模様になっているか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	14. 端子には，端子番号の表示があるか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	15. 端子は，ケーブルに隠れないように取り付けてあるか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.7
	16. 予備線（不使用線）は，予備端子に接続するか，又は予備選端末に絶縁を施してあるか？
	□
	□
	□
	□

	13.1.1
	17. 導体端末には，スリーブを被せてあるか？（例外可）
	□
	□
	□
	□

	13.1.3
	18. 同じ経路に纏めて布設したケーブルは，纏めたケーブル群に加わる最大電圧に対する絶縁耐力をもっているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.2
	19. ケーブルグランドは，周囲条件に適するものであるか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.2
	20. ぶら下げ式操作盤のケーブルは，自重による張力がケーブルに掛からないようになっているか？
	□
	□
	□
	□

	7 / 8 / 13
	16.7 コネクタ（バスシステムのコネクタは適用外）
	
	
	
	

	13.4.5
	1. ソケット（保護されている側）を電源側（入力側）に接続しているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, b) +
8.2.4
	2. PE用のコネクタピンは，先閉じ後切れ構造になっているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, g)
	3. 金属エンクロージャは，PEに接続されているか？（PELV回路は例外）
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, a) +
	4. プラグの抜き差し時に人が充電部に接触することがない構造になっているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.5 +
	5. 次の場合は，（偶発的に外れることがないように）ラッチ接続構造になっているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, d)
	－定格電流が16 Aを超える。
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, e)
	－偶発的に電源が遮断されると危険を招く可能性がある。
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, h)
	－プラグオフが負荷電流の遮断を意図していない（遮断容量が不足等）。（この場合は，明瞭な表示が必要。）
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, c) +
	6. 負荷電流が流れている状態で抜き差しするプラグ･ソケットは，負荷電流に応じた十分な開閉容量をもっているか？負荷電流は30A未満であるか（30 A以上の開閉は禁止）？
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, i)
	7. 複数のプラグ･ソケット対を用いる場合，勘合相手を明確に示す表示があるか？（誤挿入防止の機械的手段も備えることを推奨）
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, k)
	8. 家庭用のプラグ･ソケット対の使用は，排除しているか？
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, k)
	9. JIS C 8285-1のプラグ･ソケットを制御回路に用いる場合，その目的に合う接点だけを用いているか？（電源に高周波信号を重畳して用いる制御回路には適用外。）
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, f)
	10. プラグオフ後に電圧が残る部分の保護等級は，少なくともIP2X又はIPXXBであるか？（PELVは例外）
	□
	□
	□
	□

	13.4.5, j)
	11. 制御回路に用いたプラグ･ソケットは，IEC 61984の安全要求事項を満たしているか？
	□
	□
	□
	□

	7.2.5
	12. コンセント（ソケット）に給電する回路の充電導体（接地導体以外）には，過電流保護機器を設けているか？
	□
	□
	□
	□

	
	注記：上記1～12の一つ以上の該当項目を満たさなければならない。（一つ以上でよいのか疑問）
	
	
	
	

	12.7
	17 摺動導体及びスリップリング
	
	
	
	

	12.7.1
	1. 不注意による直接接触が起こらないように，次のいずれかによって保護（防止）しているか？

－充電部を部分的に絶縁する。

－少なくともIP2Xのエンクロージャ又は覆いを用いる。
	□
□
	□
□
	□
□
	□
□

	12.7.1
	2. エンクロージャ又は覆いの水平表面に容易にアクセスできる場合，その水平表面に少なくともIP4Xの保護等級があるか？
	□
	□
	□
	□

	12.7.1
	3. 充電部と人との距離を離し，更に非常スイッチングオフを備えることによる直接接触保護を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	12.7.1 +
	4. 摺動導体は，次のように配置又は保護されているか？

－摺動導体が露出している場合，充電部に不注意に接触することがあり得ない。
－振動を伴う負荷によって損傷しない。
	□
□
	□
□
	□
□
	□
□

	12.7.2
	5. PE回路には負荷電流を流さないようになっているか？
	□
	□
	□
	□

	12.7.2
	6. PE回路と中性線回路は別回路とし，それぞれに摺動導体とスリップリングを設けているか？
	□
	□
	□
	□

	12.7.2
	7. PE回路の導通の連続性が，適切な方策（集電子の二重化，導通性監視など）によって確保されているか？
	□
	□
	□
	□

	12.7.3
	8. PE回路の集電子は，他の回路の集電子と互換性のない構造になっているか？
	□
	□
	□
	□

	12.7.4
	9. 断路機能付き引き離し式集電子のPE回路は，開閉機能が“先閉じ後切れ”になっているか？
	□
	□
	□
	□

	12.7.5
	10. 隣接する導体間及び機器間の空間距離は，JIS C 0664の過電圧カテゴリⅢを満たしているか？
	□
	□
	□
	□

	12.7.6
	11. ほこり，湿気又は腐食性ガスが特に多い環境では，沿面距離が次の条件を満たしているか？

－保護のない摺動導体及びスリップリング用の絶縁物（碍子）の沿面距離は，60 mm以上であるか？

－エンクロージャに入れた摺動導体及び絶縁された多極及び単極の摺動導体の絶縁部分の沿面距離は，30 mm以上であるか？
	□
□
	□
□
	□
□
	□
□

	12.7.6
	12. 絶縁の経時劣化に関する製造業者の注意は遵守されているか？
	□
	□
	□
	□

	12.7.7
	13. 摺動導体及びスリップリングが複数のセクションに分割設置される場合，集電子によって隣接セクションが充電されることが防止されているか？（具体的場面不明）
	□
	□
	□
	□

	12.7.8
	14. 動力回路用と制御回路用の摺動導体及びスリップリングは，別グループに分けて配置されているか？
	□
	□
	□
	□

	?
	15. 摺動導体及びスリップリングは，短絡防止形になっているか？
	
	□
	□
	□

	12.7.8
	16. スリップリング機構が地下又は床下にある場合，
	□
	
	
	

	
	－着脱可能な覆いを外すにはツールを必要とするようになっているか？

－複数の金属覆いは，互いに導電的に接続され，かつPEに接続されているか？
	
	□
□
	□
□
	□
□

	12.7.8
	17. 摺動導体を複数区画で構成される金属エンクロージャ内に設置する場合，各エンクロージャ区画は導電的に接続され，かつPEに接続されているか？（具体的場面不明）
	□
	□
	□
	□

	12.7.8
	18. 地下及び床下の摺動線用ダクトには，排水機構を設けてあるか？
	□
	□
	□
	□

	12.7.8
	19. 金属製のエンクロージャ又は床下ダクトのカバー若しくは覆いは，接地されているか？
	□
	□
	□
	□

	12.7.8
	20. 金属丁番をPE導体の一部としている場合，導電接続の安定性は十分か？
	□
	□
	□
	□
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	18. 電動機の確認

	関連箇条
	チェック事項
	電動機1
	電動機2
	電動機3
	電動機4
	電動機5

	
	
	適用外
	適合
	不適合
	適用外
	適合
	不適合
	適用外
	適合
	不適合
	適用外
	適合
	不適合
	適用外
	適合
	不適合

	14.1
	1. IEC60034又は対応JISに適合するか？（推奨事項）
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	14.2
	2. 保護等級は少なくともIP23を満足するか？
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	
	確認した保護等級
	IP　　　
	IP　　　
	IP　　　
	IP　　　
	IP　　　

	14.4
	3. 電動機に容易にアクセス可能か?
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	IEC60034-1の27.2
	4. 回転方向矢印を目視可能か？（逆転が危険を招く場合）（推奨事項）
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	14.4
	5. 電動機の可動部分の保護は適切か？
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	14.4
	6. 冷却が損なわれないように設置されているか？
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	14.1
	7. 過負荷保護，過電流保護は正しく行われているか？
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	8.2.3
	8. PE接続は，存在し，正しいか？
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	14.5
	9. コンタクタの定格は適切か？
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	14.1
	10. 過速度保護は正しいか？
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□


	
	電動機調査表

	回路図上の電動機名
	電動機の
参照指定
	定格電力
	定格電流

定格電圧
	過負荷保護

（電動機保護用スイッチ）
	過電流保護／短絡保護

	
	
	
	
	
	許容
最大電流
	開路電流
設定値

	電動機1

　　　　　
	　　　　　
	　　　kW
	　　　A
	設定値
：　　　A
	　　　A
	　　　A

	
	
	
	　　　V
	設定可能範囲
：　　　A
	
	

	電動機2

　　　　　
	　　　　　
	　　　kW
	　　　A
	設定値

：　　　A
	　　　A
	　　　A

	
	
	
	　　　V
	設定可能範囲
：　　　A
	
	

	電動機3

　　　　　
	　　　　　
	　　　kW
	　　　A
	設定値

：　　　A
	　　　A
	　　　A

	
	
	
	　　　V
	設定可能範囲
：　　　A
	
	

	電動機4

　　　　　
	　　　　　
	　　　kW
	　　　A
	設定値

：　　　A
	　　　A
	　　　A

	
	
	
	　　　V
	設定可能範囲
：　　　A
	
	

	電動機5

　　　　　
	　　　　　
	　　　kW
	　　　A
	設定値

：　　　A
	　　　A
	　　　A

	
	
	
	　　　V
	設定可能範囲
：　　　A
	
	


チェックリスト本体の続き
	6./ 7 / 12./ 14
	19. 過負荷保護，過電流（短絡）保護
	
	
	
	

	7./ 14.1
	19.1 電動機
	
	
	
	

	7.3.1
	1. 定格0.5 kWを超える電動機は，過負荷を検出して中性線以外の相導体を遮断する過負荷保護を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	7.3.1
	2. 電源遮断が許されない場合，過負荷警報を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	7.2.9
	3. 電動機過負荷保護（バイメタル式保護スイッチ）は，正しく設定されているか？（チェックリストの確認項目“18. 電動機の確認”を参照）

過負荷保護の形式：　　　　　 
	□
	□
	□
	□

	7.3.1
	4. 過負荷保護機能が作動してトリップした後の再起動は，防止されているか？
	□
	□
	□
	□

	7.3.1
	5. サーマル又は類似の手段（おそらくロータ拘束保護又は欠相保護付き）による過負荷保護を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	7.2.8
	6. 短絡保護（e.g.:バックアップヒューズ）は，電動機保護スイッチ，バイメタルリレー，MCBの接点を短絡から確実に保護できるか？

（短絡保護に関する事項を定格銘板及び文書に示しているか？）
	□
	□
	□
	□

	7.4
	7. 発熱回路（e.g.:短時間デューティの機器）に温度上昇保護を設けているか？
	□
	□
	□
	□

	7.2.7
	8. 電動機用変圧器に，適切な過電流保護を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	6 / 7 / 12
	19.2 回路（電線）の電流容量
	
	
	
	

	12.4

7.1
	1. 電線の電流容量定格は，使用時に達し得る最大の連続電流に対応しているか？（JIS B 9960-1の表6及び附属書D参照）
	□
	□
	□
	□

	12.4

7.2

6.3.1
	2. 電線は，適切な保護機器によって過電流（例えば，絶縁故障による短絡電流）に対して適切に保護されているか？
	□
	□
	□
	□

	7.2.8
	3. 過電流保護機器を備えない電源回路があるか？

過電流保護機器を備えない場合，次の手段によって短絡の危険を防止しているか？

－電線の電流容量を負荷容量に対して適切な値にする。
－電源線の長さを3 m以下にする。
－エンクロージャ又はケーブルダクトによって外部の影響による短絡から保護する。
	□

	□
□
□
□
□
	□

	□

	6 / 8 / 15
	20 附属品用及び照明用電源回路
	
	
	
	

	15.2.1
	20.1 照明用電源回路
	
	
	
	

	
	1. 次の2～13によって保護方策を照明用電源回路にも適用しているか？
	□
	□
	□
	□

	8.2
	2. PE回路に接続しているか。
	
	□
	
	

	6.2.3
6.3.2.2
	3. 保護絶縁を施しているか。
	
	□
	
	

	15.2.3

15.2.2
	4. 全ての非接地導体（相導体）に個別の過電流保護機器を設けているか？
	□
	□
	□
	□

	15.2.2
	5. 線間電圧は250 V以下であるか？（50 V以下を推奨）
	□
	□
	□
	□

	15.2.2
	6. 2次側に過電流保護機器を備える照明専用の複巻変圧器から照明電源を供給しているか？
	
	□
	
	

	15.2.2
	7. 機械内の装置用電源（照明専用ではない電源。過電流保護付き。）から照明電源を供給しているか？
	
	□
	
	

	15.2.2
	8. 照明用変圧器への電源は，

－入力電源断路器の電源ライン側から供給しているか？

－入力電源断路器の負荷側から供給しているか？

－その他の回路（JIS B 9960-1の15.2.2参照）から供給しているか？ 
	
	□
□
□
	
	

	15.2.4
	9. 光の向き等を調節可能なランプは，作業及び環境に対して適切なものであるか？
	□
	□
	□
	□

	15.2.4
	10. ランプソケットの材料は，絶縁物であって，充電部への不注意接触が保護（防止）されているか？
	□
	□
	□
	□

	15.2.4
	11. 反射器の保持にランプソケットは用いない構造であるか？
	□
	□
	□
	□

	15.2.1
	12. 点滅用スイッチは，ランプソケット外及び電源コード内に挿入しない設計であるか？
	□
	□
	□
	□

	15.2.1
	13. ストロボ的な発光は防止されているか？
	□
	□
	□
	□

	15
	20.2 附属装置用電源回路
	
	
	
	

	15.1
	1. コンセントは，JIS C 8285-1に適合し，定格16 A以下であるか？　そうでない場合，定格電圧・電流を表示しているか？
	□
	□
	□
	□

	15.1
	2. 専用の過電流保護（過負荷保護）を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	15.1
	3. コンセントに，附属装置のためのPE極を備えているか？
	□
	□
	□
	□

	18
	21. 検証
	
	
	
	

	18.1
	1. 必要な項目を検証したか？ 製品規格に規定がない場合，a)，b)及びf)は必須である。c)～e)の幾つかを検証に追加してもよい。
	□
	□
	□
	□

	18.1
	a) 電気装置がその技術文書に適合するか？
	
	□
	
	

	18.2
	b) 電源自動遮断による保護が達成される条件の検査
	
	□
	
	

	18.3
	c) 絶縁抵抗測定
	
	□
	
	

	18.4
	d) 耐電圧試験
	
	□
	
	

	18.5
	e) 残留電圧に対する保護の検証
	
	□
	
	

	18.6
	f) 機能試験
	
	□
	
	

	18.2
	21.1 電源自動遮断による保護が達成される条件の検査
	
	
	
	

	18.2
	21.1.1  TN系統の場合
以下はTN系統に対するチェックリストである。

TT系統に対しては，JIS B 9960-1の附属書JAを参照してチェックせよ。
	
	
	
	

	18.2.2
	1. 電源自動遮断が正しく行われる条件を，試験1及び試験2によって検証したか？
	□
	□
	□
	□

	18.2.2
	2. 対象の機械（電気装置）は，TN系統の電源に接続して運転されるものか？
	□
	□
	□
	□

	18.2.3
	3. 機械が設置現場に搬送されたときの分解の程度及び現場で行った組み立て作業の量に応じて試験1，試験2が必要であるかを，JIS B 9960-1の表9によって決定したか？

－試験1が必要であるか？

－試験2が必要であるか？
	□
	□
□
□
	□
	□

	18.2
	試験1：　保護接地システムの導通性
	
	
	
	

	18.2.3
	1. 機械の各保護接地回路について測定をしたか？
	□
	□
	□
	□

	18.2.2
	2. 保護接地システムの導通性（導体抵抗）測定要領

－保護接地システムの特定部分（下表参照）からPE端子までの抵抗を測定する。

－0.2～10 Aの電流を流して測定する。電流が大きいほど測定精度が上がる。

－最大無負荷電圧24 V（AC or DC）の電気的に分離された電源（e.g.: SELV電源）を用いる。PELV電源は避ける。

測定結果が，PE導体の長さ，断面積に照らして妥当であるかを確認する（下表参照）。
	
	
	
	


	
	試験ポイント
	PE断面積

（mm2）
	PE長さ

（m）
	抵抗値

（Ω）

	
	1. 開閉器盤キャビネット
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	2. 機器取付けパネル
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	3. 開閉器キャビネットのドア，カバー（電気機器を取付けているドア，カバー））
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	4. 制御パネル（アルマイト処理したものも含む）
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	5. 電動機，電磁弁
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	6. 機械本体
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	7. コネクタ，リミットスイッチ，ペダルスイッチ
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	8. 金属ホース，金属製ケーブルグランド
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	9. 手動制御機器（ペンダント押しボタン，回転アーム）
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	10. 引き抜き可能ユニット
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	11. 調整，保全の目的で取り外してから手で握ったままになる機器。
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	12. 　　　　　　　　　　
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	13. 　　　　　　　　　　
	　　　　
	　　　　
	　　　　

	
	14. 全ての試験ポイントについてPE導体の抵抗値に関する要求が満足されたか？
	Yes □
	No □


チェックリスト本体の続き
	18.2
	試験2：地絡ﾙｰﾌﾟｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ及び過電流保護機器の適切性
	
	
	
	

	18.2.2
	1. 電源導体及び外部保護接地導体は，端子としっかり接続されているか（目視検査）？
	□
	□
	□
	□

	18.2.2
	2. 電源自動遮断による保護が達成される条件を次により検証したか？
－地絡ループインピーダンスを次のいずれかによって検証した。
－JIS B 9960-1の表10への適合を確認した。
－JIS B 9960-1のA.4による測定を行った。
－計算によって確認した。
－過電流保護機器のパラメタ及び設定値を確認した。
	□
	□
□

□
□
□
□
	□
	□

	18.2.2

表10
	3. 地絡ループインピーダンスの確認に，JIS B 9960-1の表10を用いる検証法を採用したか？

表10は，過電流保護機器から負荷までの最大許容電線長の例を示している。表に仮定した条件（1～3及び保護機器の種類）に対して，対象機械（電気装置）の保護機器から負荷までの電線長が，表に示した最大長を超えなければ，ループインピーダンスに関する要求は満足しているとみなせる。

対象機械の状態が表に仮定した条件から外れる場合は，計算又は測定による確認が必要である。

問題のあった回路（又は合格した回路）
：　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	18.2.2

附属書A.4.2
	4. 地絡ループインピーダンスの確認に，測定による検証（IEC 61557-3に適合する測定器を使用。）を採用したか？

検証条件：
－機械を，指定の電源供給設備に接続する。

－測定された地絡ループインピーダンスはJIS B 9960-1のA.2に示す要求事項　Zs×Ia ≦ U0を満足しなければならない。

－地絡電流により導体温度が上昇すると抵抗値も増加することを考慮に入れなければならない。

－事前に試験1を実施しておかなければならない。

典型的な測定回路は，JIS B 9960-1の図A.1による。
	□
	□
	□
	□

	18.2
	測定したループ及び測定値の記録（5～8）
	
	
	
	

	18.2.2

附属書A.4.2
	5. 　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	
	6. 　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	
	7. 　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	
	8. 　　　　　　　
	
	□
	□
	□

	18.2.2

附属書A.4.1
	9. 地絡ループインピーダンスの確認に，計算による検証を採用したか？

次の場合は，地絡ループインピーダンスの測定を行う代わりにPE回路の導通性の確認（試験1）で済ませることができる。

－保護導体回路の地絡ループインピーダンス（又は抵抗）の計算値があり，

－据え付け状態のPE導体回路の長さと断面積を目視できる。

この検証法を適用した回路：　　　　　　　　　
	□
	□
	□
	□

	18.2.2

附属書A.4.1
	10. 過電流保護機器のパラメタ及び設定を確認したか？

確認は，目視で行う。
－開閉器の定格電流（トリップ値）を確認したか？

－ヒューズの定格電流（溶断値）を確認したか？

設定値が正しくない機器（あれば）：　　　　　　　　
	□
	□
□
□
	□
	□
□

	18.3
	21.2 絶縁抵抗試験
	
	
	
	

	18.3
	1. 準備試験：主電源のPE導体とN導体の間に接続がないことを確認したか？
	□
	□
	□
	□

	18.3
	2. 絶縁抵抗を測定したか？

手順

－主電源導体（Nを含む）とPE導体との間に，

－500 V DCの電圧をかけて絶縁抵抗を測定し，

－測定値が1 MΩ以上であること。

測定結果：　　　　MΩ

例外

特定の部分（e.g.:バスバー，スリップリング）は1 MΩ以下50 kΩ以上でもよい。

注記

試験電圧（500 V DC）に反応する過電圧保護機器は，

－取り外す。又は，
－反応しない電圧まで試験電圧を下げる。ただし，運転時の電源電圧（相導体とN間）のピーク値以上とする。
	□
	□
	□
	□

	18.4
	21.3 耐電圧試験
	
	
	
	

	18.4
	1. 準備試験：主電源のPE導体とN導体の間に接続がないことを確認したか？
	□
	□
	□
	□

	18.4
	2. IEC 61180-2に適合する（推奨事項）測定器を用いて次の測定を実施したか？

－試験電圧の定格周波数：50 Hz又は60 Hz

－最大試験電圧：電気装置入力電源電圧の2倍又は1000 Vのいずれか大きい方。
－主電源導体（Nを含む）とPE導体との間に最大試験電圧を1秒間加える。

－絶縁破壊が起こらなければ合格。

注記

定格値が試験電圧以下の機器，又は個別製品規格によって耐電圧を試験済の機器及びアセンブリは取り外してから試験する。
	□
	□
	□
	□

	18
	22 その他の試験
	
	
	
	

	18.1
	1. 電気装置は技術文書に適合しているか？
	□
	□
	□
	□

	18.5
	2. 残留電圧に対する保護機能は，JIS B 9960-1の6.2.4の要求を満足するか？
	□
	□
	□
	□

	18.6
	3. 機能試験を実施したか？

チェックリストの確認項目“11. 停止機能，非常時の操作”及び確認項目“12. 制御機能”も参照。必要ならば，制御システムに関しては別のチェックリストによって確認する。
	□
	□
	□
	□

	18.6
	4. 電気的安全のための回路（e.g.:地絡監視）の機能試験を実施したか？
	□
	□
	□
	□


第2部　文書に関するチェックリスト
	17
	1. 取扱説明書
	
	
	
	

	17 +
	1. 取扱説明書は，日本語で書かれているか？
	□
	□
	□
	□

	17 +
	2. 機械を使用する国の言語に翻訳した取扱説明書があるか？
	□
	□
	□
	□

	17 +
	3. 熟練保全技術者用保全マニュアル：用語，言語は，熟練保全技術者に理解可能であるか？（意味不明確）
	□
	□
	□
	□

	17.8
	4. 取扱説明書は，調整，保全及び修理に関する説明（特に，保護機能をもつ機器及び回路は重点的に記述）を含んでいるか？

－非常停止，非常スイッチングオフ，停止カテゴリ

－可動ガード

－セットアップモード

－手動モード

－　　　　
－　　　　
	□
	□
	□
	□

	17.2
	5. 物理的環境条件に関する情報（照明，振動，空気汚染度など）。（あれば）
	□
	□
	□
	□

	17.8
	6. 保全マニュアルは用意されているか？
	□
	□
	□
	□

	17.8
	7. 保全マニュアルは，次の説明を含んでいるか？

－調整（設定）

－保全

－監視（モニタ）
－修理
	□
	□
□
□
□
□
	□
	□

	17.3
	2 全ての文書類に関する要求
	
	
	
	

	17.3
	1. 文書内に含まれる各部分間の相互関係を次のいずれかの方法で示しているか？

－電気装置に関する全ての文書間のクロスリファレンス（相互参照表）
－全ての文書番号及び文書名を収録した図面リスト又は文書リスト

－一つの階層に含まれる文書番号及び文書名を収録したその階層の部品表
	□
□
□
□
	□
□
□
□
	□
□
□
□
	□
□
□
□

	17.3
	2. JIS C 1082に従って文書を作成したか？
	□
	□
	□
	□

	17.3
	3. JIS C 0452に従って参照指定を定めたか？
	□
	□
	□
	□

	17.3
	4. 取扱説明書（マニュアル）はJIS C 0457に適合しているか？
	□
	□
	□
	□

	17.3
	5. 部品表はJIS C 0453に適合しているか？
	□
	□
	□
	□

	17.4
	3 据付け用文書
	
	
	
	

	17.4
	1. 据付計画の説明には，機械設置のための準備作業に必要な全ての情報を含んでいるか？
	□
	□
	□
	□

	17.4
	2. 電源ケーブルの，推奨する配置，種類，断面積の情報を明確に記載してあるか？
	□
	□
	□
	□

	17.4
	3. 使用者が準備する給電線のための過電流保護機器の種類，パラメタ，定格電流及び設定値の選定に必要なデータを記載してあるか？
	□
	□
	□
	□

	17.4
	4. 使用者が基礎部分に設置するべき全てのケーブルダクトの寸法，目的，及び配置を記載してあるか？
	□
	□
	□
	□

	17.4
	5. 電気装置において展開作業又は保全作業を実施するために必要なスペースを図面に示してあるか？
	□
	□
	□
	□

	17.4
	6. 相互接続図又は相互接続表が用意されているか？
	□
	□
	□
	□

	17.5
	4. ブロックダイヤグラム
	
	
	
	

	17.5
	1. ブロックダイヤグラムはあるか？（必要な場合）
	□
	□
	□
	□

	17.6
	5 回路図
	
	
	
	

	17.6
	1. 回路図は用意されているか？
	□
	□
	□
	□

	17.6
	2. インタフェース接続図（接続表）はあるか？（回路図と併合することが適切なら，併合してもよい。）
	□
	□
	□
	□

	17.2, 11)
	3. 負荷電流，ピーク起動電流及び許容電圧降下の情報を含んでいるか？
	□
	□
	□
	□

	17.6
	4. スイッチの記号は，オフ状態を表しているか？
	□
	□
	□
	□

	17.6
	5. 全ての電源機器の回路図を含んでいるか？
	□
	□
	□
	□

	17.6
	6. 制御機器の機能に関するパラメタがその制御機器の図記号だけで明確に表現できない場合，図記号の近く又は脚注に説明を付けてあるか？
	□
	□
	□
	□

	17.2, 6)
	7. プログラミング方法，プログラムのレビュー，作業手順（追加の安全留意事項，モニタ間隔，機能テストの頻度及び形式を含む。）の情報を含んでいるか？
	□
	□
	□
	□

	17.2
	6. 提供する情報，回路図，部品表

	17.2
	1. 回路図：　　　　　　　　　　

	17.3
	2. 部品表：　　　　　　　　　　
各部品について次の情報を記載してあるか？

－識別符号　　　　　　　□

－タイプ指定　　　　　　□

－供給業者（購入先）　　□

－特性　　　　　　　　　□

－数量　　　　　　　　　□

	17.3
	3. 図面：　　　　　　　　　　

	17.3
	4. 取扱説明書，保全マニュアル
：　　　　　　　　　


以上

